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一
、
は
じ
め
に

「
新
義
の
教
相
は
瑜
憲
両
公
を
抜
く
者
な
か
り
き１
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
新
義
学
派
の
学
僧
は
頼
瑜
と
聖
憲
に
代

表
さ
れ
る
。
頼
瑜
に
よ
っ
て
端
が
開
か
れ
た
新
義
教
学
は
、
聖
憲
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
。

頼
瑜
の
著
作
は
膨
大
で
、
空
海
の
著
作
を
は
じ
め
『
大
日
経
疏
』
や
『
釈
摩
訶
衍
論
』
な
ど
真
言
宗
必
読
の
書
物
に
対

し
、悉
く
議
論
や
注
釈
を
施
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、聖
憲
は
頼
瑜
以
降
の
根
来
の
論
義
、と
り
わ
け
『
大
日
経
疏
』

と
『
釈
摩
訶
衍
論
』
に
関
す
る
論
義
を
そ
れ
ぞ
れ
百
題
に
ま
と
め
、『
大
疏
百
条
第
三
重
』（
以
下
『
大
疏
第
三
重
』）
と
『
釈

論
百
条
第
三
重
』（
以
下
『
釈
論
第
三
重
』）
を
著
し
た
。

新
義
学
派
の
教
学
は
論
義
に
よ
っ
て
研
鑚
が
な
さ
れ
、『
大
疏
第
三
重
』と『
釈
論
第
三
重
』は
そ
の
中
核
を
担
っ
て
き
た
。

聖
憲
撰
『
釈
論
百
条
第
三
重
』
翻
刻
・
国
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そ
の
学
風
は
現
代
に
ま
で
通
じ
、
真
言
宗
智
山
派
で
は
冬
報
恩
講
や
竪
義
の
中
で
現
在
も
両
著
作
に
基
づ
く
論
義
が
行
わ

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
釈
論
第
三
重
』
は
、『
大
疏
第
三
重
』
と
並
び
、新
義
学
派
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
著
作
で
あ
る
。『
大

疏
第
三
重
』
は
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
第
七
九
巻
、
二
五
三
八
番
・
二
五
三
九
番
）
に
も
掲
載
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
勝
又

俊
教
氏
の
『
真
言
の
教
学２
』
に
よ
っ
て
算
題
す
べ
て
の
国
訳
と
引
用
文
一
々
の
出
典
が
精
査
さ
れ
た
。
両
『
第
三
重
』
は
、

内
容
が
難
解
で
あ
る
の
に
加
え
、
分
量
も
多
く
、
全
体
を
読
み
通
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
大
疏
第
三
重
』

は
、『
真
言
の
教
学
』
の
刊
行
に
よ
っ
て
著
作
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
格
段
と
容
易
に
な
っ
た
。
一
方
の
『
釈
論
第
三
重
』

は
、
未
だ
翻
刻
・
活
字
化
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず３
、
そ
れ
に
伴
っ
て
『
釈
論
第
三
重
』
に
関
す
る
研
究
も
少
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
本
稿
で
は
、『
釈
論
第
三
重
』
第
一
巻
よ
り
《
大
乗
通
局
》《
顕
論
密
論
》《
不
二
顕
密４
》

を
取
り
上
げ
、
翻
刻
・
国
訳
を
行
い
、
併
せ
て
引
用
文
の
出
典
等
を
明
記
し
て
い
く
。
な
お
次
号
以
降
に
お
い
て
も
、
各

算
題
の
翻
刻
・
国
訳
を
順
次
続
け
る
予
定
で
あ
る
。

二
、
論
題
概
要

《
大
乗
通
局
》

『
釈
摩
訶
衍
論
』
と
い
う
題
目
に
つ
い
て
、「
摩
訶
衍
」
が
能
入
門
・
所
入
門
の
両
門
に
通
じ
る
の
か
否
か
を
論
じ
る
も
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の
で
あ
る
。
摩
訶
衍
は
能
入
門
に
も
通
じ
る
か
と
い
う
問
者
に
対
し
、
答
者
は
所
入
門
に
局
る
べ
き
と
の
立
場
を
取
る
。

頼
瑜
『
釈
論
第
一
愚
草
』
で
は
、《
三
、題
摩
訶
衍
具
三
十
三
法
門
乎
事
》
に
相
当
す
る
。『
釈
論
第
三
重
』
の
答
者
は
「
所

入
に
局
る
べ
き
な
り
」
と
す
る
の
に
対
し
、『
釈
論
愚
草
』
の
答
者
は
「
或
が
云
く
」
と
断
っ
た
う
え
で
「
所
入
及
び
不

二
に
局
る
。
能
入
門
に
は
通
ぜ
ず
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、「
又
の
義
」
と
し
て
「
不
二
に
限
る
か
」
と
も
い
う
。
し
た
が
っ

て
、
能
入
門
に
は
通
じ
な
い
と
い
う
点
で
両
者
は
一
致
す
る
が
、
所
入
門
に
局
る
『
釈
論
第
三
重
』
に
対
し
、『
釈
論
愚
草
』

は
不
二
門
に
も
通
ず
る
と
す
る
説
を
挙
げ
る
。

《
顕
論
密
論
》

『
釈
摩
訶
衍
論
』
が
顕
密
二
蔵
に
通
じ
る
の
か
否
か
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
答
者
は
覚
鑁
の
『
釈
論
指
事
』
や
『
釈

論
愚
案
鈔
』
等
を
証
拠
と
し
、
通
じ
る
べ
き
と
の
立
場
を
取
る
。

『
釈
論
第
一
愚
草
』の《
四
、今
論
通
顕
密
二
蔵
歟
事
》に
相
当
し
、『
釈
論
愚
草
』と『
釈
論
第
三
重
』は
同
じ
立
場
を
取
る
。

《
不
二
顕
密
》

三
十
三
法
門
を
も
っ
て
顕
密
を
証
す
る
時
に
不
二
門
は
密
蔵
の
み
で
あ
る
の
か
否
か
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
顕
乗
の

極
果
を
不
二
と
す
る
問
者
に
対
し
、
答
者
は
不
二
は
た
だ
密
蔵
で
あ
る
と
の
立
場
を
取
る
。

『
釈
論
第
一
愚
草
』
で
は
《
五
、今
論
可
云
密
論
歟
事
》
に
相
当
す
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、議
論
の
内
容
は
相
違
し
て
お
り
、
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『
釈
論
第
一
愚
草
』
に
お
い
て
《
不
二
顕
密
》
に
一
致
す
る
算
題
は
見
ら
れ
な
い
。

【
付
記
】
本
稿
に
お
け
る
翻
刻
・
国
訳
に
際
し
、
便
宜
を
い
た
だ
い
た
各
位
、
殊
に
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
に
は
、
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

三
、【
翻
刻
・
国
訳
】
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
所
蔵
『
釈
論
百
条
第
三
重
』
巻
一

凡
例

一
、
本
翻
刻
・
国
訳
は
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
版
本
『
釈
論
百
条
第
三
重
』（
書
架
番
号
：

１
０
０
２
５
）
巻
一
に
お
け
る
《
大
乗
通
局
》《
顕
論
密
論
》《
不
二
顕
密
》
の
翻
刻
・
国
訳
で
あ
る
。
な
お
、
必
要

に
応
じ
て
、
運
敞
撰
『
大
疏
啓
蒙
第
一
』（
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
所
蔵
本
・
書
架
番
号
：
１
０
０
２
４
）
も
参
照
し
た
。

二
、
本
資
料
（『
釈
論
百
条
第
三
重
』
巻
一
）
の
書
誌
情
報
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

［
刊
行
年
］寛
永
十
年　
　
［
刊
行
者
］記
載
無
し　
　
［
装
丁
］袋
装　
　
［
法
量
］縦
：
二
六
・
七
糎
、横
：
一
六
・
九
糎
、

一
面
：
一
〇
行
、
二
〇
字
、
全
八
四
丁
（
表
紙
含
ま
ず
）　　
［
表
紙
］
別
表
紙
・
紺　
　
［
表
題
］
題
簽
に
「
釈
論
第

三
重
一
」と
墨
書　
　
［
内
題
］「
釈
論
百
條
第
三
重
」　　
［
尾
題
］無　
　
［
識
語
］裏
表
紙
見
返
し
右
下
に「
真
善
院
」

と
墨
書　
　
［
備
考
］
訓
点
あ
り５



―115―

聖憲撰『釈論百条第三重』翻刻・国訳（鈴木）

三
、
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
以
下
の
形
式
に
基
づ
い
た
。

①
漢
字
の
表
記
は
原
則
と
し
て
底
本
に
従
っ
た
が
、
一
般
的
で
な
い
異
体
字
・
略
字
は
通
用
の
字
体
に
改
め
た
。

②
振
り
仮
名
、
送
り
仮
名
、
返
り
点
の
表
記
も
底
本
に
従
っ
た
。
但
し
、「
シ
テ
」「
ナ
リ
」「
コ
ト
」
等
の
片
仮
名
の

略
字
は
開
い
て
表
記
し
た
。

③
割
注
は
該
当
箇
所
を
〈　

〉
に
て
括
っ
た
。

④
底
本
の
あ
き
ら
か
な
誤
字
等
は
適
宜
改
め
た
。

四
、
国
訳
に
当
た
っ
て
は
以
下
の
形
式
に
基
づ
い
た
。

①
翻
刻
中
に
使
用
さ
れ
て
い
る
旧
字
等
は
通
用
の
字
体
に
改
め
た
。

②
書
名
に
は
『　

』、
引
用
文
に
は
「　

」
を
付
し
、
可
能
な
限
り
出
典
を
示
し
た
。
書
名
・
出
典
の
略
号
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

『
釈
論
』	

龍
猛
『
釈
摩
訶
衍
論
』

『
疏
』	

法
敏
『
釈
摩
訶
衍
論
疏
』

『
通
玄
鈔
』	

志
福
『
釈
摩
訶
衍
論
通
玄
鈔
』

『
賛
玄
疏
』	

法
悟
『
釈
摩
訶
衍
論
賛
玄
疏
』

『
記
』	

普
観
『
釈
摩
訶
衍
論
記
』

『
二
教
論
』	

空
海
『
弁
顕
密
二
教
論
』
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『
大
疏
』	

善
無
畏
・
一
行
『
大
日
経
疏
』

『
大
正
蔵
』	

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

『
卍
続
』	

『
卍
続
蔵
経
』（
ｚ
本
）

『
大
日
仏
』	

『
大
日
本
仏
教
全
書
』（
鈴
木
版
）

『
弘
大
全
』	

『
弘
法
大
師
全
集
』

『
興
大
全
』	
『
興
教
大
師
全
集
』

③
割
注
は
該
当
箇
所
を
〈　

〉
に
て
括
っ
た
。

④
底
本
に
お
い
て
、
引
用
文
に
は
返
り
点
が
付
さ
れ
て
い
な
い
が
適
宜
書
き
下
し
た
。

⑤
底
本
に
は
段
落
・
改
行
が
殆
ど
な
い
た
め
、
内
容
を
考
慮
し
、
適
宜
段
落
を
分
け
て
改
行
を
試
み
た
。

【
翻
刻
】《
大
乗
通
局
》

今
ノ

論
ノ

題
ニ

釋
摩
訶
衍
論
文

今
此
摩
訶
衍
ハ

可
云
通
二ス
ト

能
入
門
一ニ

乎　

答
可
レ

局
二

所
入
一ニ

也　

兩
方
ナ
リ

若
レ

云
通
ス
ト

者
勘
二ニ
一
論
ノ

前
後
一ヲ

摩
訶
衍
ノ

名
ハ

偏
ニ

在
二

所
入
不
二
一ニ

今
ノ

摩
訶
衍
何
ソ

忽
ニ

通
二ン

能
入
門
一ニ

乎
是
以
一
師
ノ

釋
ニ

今b

當
論
既
分
門
法
不
名
大
乗
文

若

又
依
レ

之
云
レ

尓
者
題
ハ

一
部
ノ

惣
稱
也
一
論
所
明
ノ

法
門
不
レ

可
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レ

有
レ

所
レ

漏
能
入
門
何
ソ

不
レ

云
二

摩
訶
衍
一ト

乎
是
以
無
際
大
師
釋
二セ
リ	

一
丁
右
」

摩
訶
衍
名
周
遍
該
通
無
所
遺
故
一ト

尓
者
兩
方
ナ
リ

答
凡
依
二

常
途
ノ

教
文
一ニ

時
ハ

三
十
三
共
ニ

大
乗
也
對
二

小
乗
一ニ

之
故
ニ

依
レ

之
慈
行
大
師
若
就
常
教
及
通
相
義
可
名
大
乗
文

雖

レ

然
今
ノ

論
ハ

開
二

門
法
一ヲ

之
時
摩
訶
衍
ノ

名
ハ

偏
ニ

局
二

所
入
一ニ

所
入
十
名
ノ

中
ニ

八
者
名
摩
訶
衍
文

能
入
ニ

無
二

此
ノ

名
一

之
故
且
ハ

慈
行
ノ

釈
専

叶
二

道
理
一ニ

不
レ

可
レ

有
二

相
違
一
矣

重
難
云
凡
大
乗
ハ

了
義
ノ

通
名
摩
訶
衍
ハ

満
字
ノ

別
號
也
何
於
二テ

能
入
門
一ニ

強
簡
二ン

此
名
一ヲ

乎
何
況
大
乗
ト

者
運
二

載
シ
テ

行
者
一ヲ

令
レレム
ル

到
二ラ

果

地
一ニ

之
稱
也
若
尓
者
所
入
ハ

無
名
相
ノ

法
躰
ニ
シ
テ

直
ニ

無
下シ

運
二

載
ス
ル

行
者
一ヲ

之
義
上

所
入
ノ

上
ニ

開
二テ

真
如
生
滅
ノ

義
門
一ヲ

授
二ル

行
者
一ニ

之
時
依
レ

之
ニ

修	

一
丁
左
」

行
シ
テ

到
二ル

所
入
一ニ

之
故
ニ

大
乗
ノ

義
ハ

設
雖
レ

局
二ト
ハ

能
入
一ニ

不
レ

可
レ

云
レ

局
二ト
ハ

所
入
一ニ

乎
是
以
勘
二ニ

處
々
ノ

論
釈
一ヲ

立
義
分
ニ
ハ

乗
此
三
十
二
種
甚
深
安

車
達
於
清
浄
無
上
地
故
文

三
十
二
種
齋
シ
ク

名
二ク

安
車
一ト

是
豈
ニ

非
三

大
乗
ノ

名
ヲ

許
二ス
ニ

能
入
一ニ

乎
又
第
七
巻
ノ

擧
劣
顕
劣
門
ニ
ハ

明
二ト
シ
テ

十
信
ノ

退
相
一ヲ

云
二ヒ

雖
値
摩
訶
衍
之
因
縁
一ト

第
十
巻
ニ
ハ

判
二ト
シ
テ

四
心
下
品
之
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人
一ヲ

甚
深
無
極
大
乗
初
學
習
故
文

此
等
ハ

學
二ル
カ

十
信
所
修
ノ

行

相
一ヲ

故
所
行
ノ

大
乗
ハ

専
可
二ヲ

能
入
門
一ナ
ル

乎
但
至
レ

云
下ニ

明
二ス

門
法
ノ

十
名
一ヲ

之
時
於
二

能
入
一ニ

無
中ト

此
名
上

者
彼
ハ

且
ク

擧
勝
為
論
ノ

意
也
門
法
對

弁
ス
ル

之
時
ハ

付
レ

勝
タ
ル
ニ

雖
三ト
モ

所
入
ヲ

名
二ク
ト

摩
訶
衍
一ト

准
二ス
ル

常
途
ノ

教
門
一ニ

之
時
能

入
何
ソ

癈
二ン

此
名
一ヲ

乎
次
ニ

至
二

慈
行
ノ

釈
一

者
既
ニ

云
二

若
就
常
教
及
通	

二
丁
右
」

相
義
可
名
大
乗
一ト

准
二シ

常
教
一ニ

并
ニ

依
下ル

不
レル

分
二タ

門
法
一ヲ

通
相
之
義
上ニ

之

時
ハ

許
下ス
ト

能
入
門
ヲ
モ

可
レ

名
二ク

摩
訶
衍
一ト

之
義
上ヲ

被
レタ
リ

得
既
分
門
法
不
名

大
乗
ト

者
對
二

辨
ス
ル

門
法
一ヲ

之
時
ハ

摩
訶
衍
ノ

名
ハ

局
二テ

所
入
一ニ

非
レ

云
レニ

不
レト

與
二

能
入
一ニ

乎
此
論
ノ

前
後
門
法
對
辨
ノ

釈
又
此
意
也

答
實
ニ

如
二

難
勢
一ノ

准
二ス
ル

餘
教
一ニ

之
時
以
二テ

能
入
門
一ヲ

可
レ

名
二

大
乗
一ト

之
條

勿
論
也
然
ト
モ

今
ノ

論
ハ

所
入
ニ

立
二テ

此
名
一ヲ

不
レカ

與
二ヘ

能
入
一ニ

之
故
摩
訶
衍
ノ

名
局
二ト

所
入
一ニ

云
事
専
任
二

論
判
一ニ

者
也
若
於
二テ

能
入
一ニ

可
レク
ハ

許
二ス

摩
訶

衍
ノ

名
一ヲ

者
何
擧
二ク
ル

能
入
ノ

異
名
一ヲ

之
時
不
レ

立
二

此
名
一ヲ

乎
例
セ
ハ

可
レ

如
下ナ
ル

如

來
藏
ノ

名
通
二シ
テ

門
法
一ニ

立
中カ

同
名
上ヲ

凡
立
二ル

門
法
ノ

名
字
一ヲ

事
ハ

随
二テ

義
門
一ニ

不

定
也
或
ハ

以
二

別
名
一ヲ

依
二テ

隣
近
有
財
等
ノ

釈
一ニ

有
レリ

名
二ル
コ
ト

他
法
一ニ

或
ハ

通
名
ヲ	

二
丁
左
」

依
二テ

擧
勝
為
論
隠
顕
互
論
等
ノ

義
門
一ニ

有
レリ

名
二コ
ト

一
法
一ニ

今
論
ハ

以
二

法
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躰
一ヲ

為
二

所
入
一ト

以
二

義
門
一ヲ

為
二カ

能
入
一ト

之
故
ニ

奪
二テ

能
入
之
功
一ヲ

偏
ニ

為
二ル

所

入
之
名
一ト

也
是
以
立
義
分
ニ

問
二

答
ス
ル

三
十
二
門
法
之
名
数
一ヲ

之

時
問
二シ
テ

何
故
摩
訶
衍
成
十
六
耶
一ト

答
二ヘ

十
六
ノ

法
一ヲ

問
二シ
テ

何
故
能
入

門
成
十
六
耶
一ト

答
二セ
リ

十
六
ノ

門
一ヲ

若
摩
訶
衍
ノ

名
不
レハ

簡
二ハ

能
入
門
一ヲ

何

答
二シ
テ

摩
訶
衍
ノ

問
一ヲ

偏
ニ

擧
二ン

所
入
ノ

十
六
一ヲ

乎
今
ノ

論
ノ

意
摩
訶
衍
ノ

名
ヲ

不

レ

名
二

能
入
一ニ

云
事
良
ニ

以
分
明
也
但
大
乗
ハ

了
義
ノ

通
名
也
ト

云
事

會
釈
先
立
テ

顕
レ

畢
且
ハ

慈
行
釈
盡
二

其
理
一ヲ

但
彼
釈
ハ

通
相
ノ

義
在
二ト

今
論
一ニ

云
事
甚
不
レ

可
レ

尓
今b

當
論
既
分
門
法
ノ

釈
ノ

意
今
論
ハ

分
二

門
法
一ヲ

論
ナ
ル

故
大
乗
ノ

名
ハ

偏
ニ

在
二リ

所
入
一ニ

餘
教
ハ

強
ニ

不
三

分
二

別
セ

門
法
一ヲ	

三
丁
右
」

故
大
乗
ノ

名
非
レ

云
レ

無
レト

所
レ

簡
乎
若
通
相
ノ

義
ヲ

許
二サ
ハ

今
論
一ニ

今b

當

論
ト

者
指
二ソ

何
ノ

文
一ヲ

乎
若
今
論
ノ

門
法
對
辨
ス
ル

之
處
ニ
ハ

能
入
ヲ

云
不
レト

名
二

摩
訶
衍
一ト

者
是
ハ

題
額
ノ

下
ノ

釈
也
題
額
ハ

無
二

門
法
對
辨
一

故
摩
訶

衍
ノ

名
尤
可
レ

通
二

能
入
一ニ

而
ニ

題
ノ

摩
訶
衍
偏
ニ

云
レ

局
二ル
ト

所
入
一ニ

可
レ

知
何
ノ

處
ニ
モ

有
二カ

門
法
對
辨
之
義
一

故
摩
訶
衍
ノ

名
ノ

云
レ

不
レト

許
二

能
入
一ニ

也
若

尓
者
及
通
相
義
ト

者
容
有
ノ

釈
ト

可
二

意
得
一

也
次
至
レ

云
三

所
入
ハ

無
名

相
ノ

法
躰
ナ
ル

故
ニ

大
乗
ノ

名
ハ

専
可
レ

在
二

能
入
門
一ニ

者
此
難
勢
ノ

意
ナ
ラ
ハ

所
入
ヲ
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云
レ

不
レト

名
二

摩
訶
衍
一ト

欤
若
尓
者
非
二

今
ノ

尋
ノ

意
一ニ

今
ノ

尋
ハ

通
局
ノ

尋
カ

故

自
レ

元
推
シ
テ

能
入
運
載
之
功
一ヲ

此
功
ハ

見
レレ
ハ

在
二ト

所
入
一

還
テ

奪
二テ

能
入
一ヲ

不

レ

興
二

摩
訶
衍
ノ

名
一ヲ

也
次
二

至
レ

云
二

三
十
二
種
甚
深
安
車
一ト

者
彼
ハ

乗
ノ	

三
丁
左
」

名
ヲ

々
二ル

三
十
二
一ニ

也
今
簡
二フ
ハ

能
入
一ニ

専
ラ

在
二リ

大
ノ

字
一ニ

故
不
レ

成
二

證
文
一ト

也

次
至
二テ
ハ

第
七
第
十
兩
處
之
文
一ニ

者
彼
ノ

摩
訶
衍
ト

者
教
法
也
自

レ

本
大
乗
ノ

名
ヲ

局
二ト

所
入
一ニ

云
事
ハ

推
二ス

功
ヲ

於
本
一ニ

義
也
故
ニ

知
行
者
ノ

正

所
行
ハ

雖
二

能
入
門
也
一ト

為
レニ

述
下カ

値
二フ

甚
深
ノ

教
一ニ

之
由
上ヲ

云
レ

雖
レト

値
下ト

説
二ク

所

入
一ヲ

之
教
門
上ニ

也

一
問
鈔
ノ

意
以
二

甚
深
ノ

名
一ヲ

全
二

同
セ
リ

大
乗
一ニ

故
ニ

釈
云
若
准
餘
教
及

通
相
義
釈
為
對
小
乗
故
言
甚
深
云

云

全
二

同
ナ
リ

若
就
常
教
ノ

之

釈
一ニ

彼
ハ

第
十
巻
ノ

諸
佛
甚
深
廣
大
義
ノ

甚
深
ヲ

論
ニ

所
入
ト
シ
テ

被
レ

釈
二

望

能
入
門
故
極
甚
深
故
一ト

之
處
ノ

釈
也
彼
ノ

文
處
ニ
ハ

甚
深
ノ

名
ハ

局
二ト
モ

所

入
一ニ

云
二

三
十
二
種
甚
深
安
車
一ト

之
時
者
甚
深
之
稱
通
二ス

能
入
一ニ	

四
丁
左
」

故
知
ヌ

通
相
之
説
ハ

直
ニ

有
二

今
論
ノ

説
文
一ニ

云
事

答
誠
如
二

難
勢
一ノ

通
相
之
釈
似
レリ

在
二ル
ニ

今
論
一ニ

然
ト
モ

依
二ル
ニ

今b
當
論
既

分
門
法
ノ

今
ノ

字
ト

既
ノ

字
ト

兩
字
ノ

起
盡
一ニ
今
論
ハ

通
相
ト
シ
テ
モ

門
ヲ

不
レ

名
二

大
乗
一ト
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被
レ

得
若
尓
者
三
十
二
種
甚
深
安
車
ト

者
甚
深
之
稱
ハ

猶
有

レ

在
二ル
ニ
モ
カ

所
入
一ニ

言
惣
意
別
ハ

聖
教
ノ

常
ノ

習
ナ
ル

故
三
十
二
ヲ

悉
ク

似
レト
モ

云
二ニ

甚
深
ト

意
ハ

指
二

十
六
所
入
一ヲ

也
矣

【
国
訳
】《
大
乗
通
局
》

今
の
論
の
題
に
「
釈
摩
訶
衍
論
」
と
文
り
。
今
此
の
摩
訶
衍
は
能
入
門
に
通
ず
と
云
う
べ
し
や
。

答
う
。
所
入
に
局
る
べ
き
な
り
。

両
方
な
り
。
若
し
通
ず
と
云
わ
ば
、
一
論
の
前
後
を
勘
る
に
摩
訶
衍
の
名
は
偏
に
所
入
不
二
に
在
り
。
今
の
摩
訶
衍
、
何

ぞ
忽
ち
に
能
入
門
に
通
ぜ
ん
や
。
是
を
以
て
一
師
の
釈
に
「
今
当
論
に
拠
り
て
既
に
門
法
を
分
か
つ
に
大
乗
と
名
づ
け

ず６
」
と
文
り
。
若
し
又
之
に
依
り
て
爾
り
と
云
わ
ば
、
題
は
一
部
の
惣
称
な
り
。
一
論
所
明
の
法
門
に
し
て
漏
れ
る
所
有

る
べ
か
ら
ず
。
能
入
門
、
何
ぞ
摩
訶
衍
と
云
わ
ざ
る
や
。
是
を
以
て
、
無
際
大
師
、「
摩
訶
衍
の
名
、
周
遍
該
通
し
、
遺

す
所
無
き
が
故
に７
」
と
釈
せ
り
。
爾
ら
ば
両
方
な
り
。

答
う
。
凡
そ
、
常
途
の
教
文
に
依
る
時
は
三
十
三
共
に
大
乗
な
り
。
小
乗
に
対
す
る
の
故
に
。
之
に
依
り
て
、
慈
行
大
師
、

「
若
し
常
教
及
び
通
相
の
義
に
就
か
ば
、
大
乗
と
名
づ
く
べ
し８

」
と
文
り
。
然
り
と
雖
も
、
今
の
論
は
門
法
を
開
く
の
時
、

摩
訶
衍
の
名
は
偏
に
所
入
に
局
る
。
所
入
十
名
の
中
に「
八
は
摩
訶
衍
と
名
づ
く９
」と
文
り
。
能
入
に
此
の
名
無
き
の
故
に
。

且
つ
は
慈
行
の
釈
専
ら
道
理
に
叶
い
、
相
違
有
る
べ
か
ら
ず
。
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重
ね
て
難
じ
て
云
く
、
凡
そ
大
乗
は
了
義
の
通
名
、
摩
訶
衍
は
満
字
の
別
号
な
り
。
何
ぞ
能
入
門
に
於
い
て
強
ち
に
此
の

名
を
簡
ら
ん
や
。
何
ぞ
況
や
、
大
乗
と
は
行
者
を
運
載
し
て
果
地
に
到
ら
し
む
る
の
称
な
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
所
入
は
無

名
相
の
法
体
に
し
て
直
に
行
者
を
運
載
す
る
の
義
無
し
。
所
入
の
上
に
真
如
生
滅
の
義
門
を
開
い
て
行
者
に
授
く
る
の
時
、

之
に
依
り
て
修
行
し
て
所
入
に
到
る
の
故
に
。
大
乗
の
義
は
設
い
能
入
に
局
る
と
は
雖
も
、
所
入
に
局
る
と
は
云
う
べ
か

ら
ざ
る
か
。
是
を
以
て
処
々
の
論
釈
を
勘
る
に
、
立
義
分
に
は
「
此
の
三
十
二
種
の
甚
深
の
安
車
に
乗
り
て
清
浄
無
上
地

に
達
す
る
が
故
にC
」と
文
り
。
三
十
二
種
、斉
し
く
安
車
と
名
づ
く
。
是
れ
豈
に
大
乗
の
名
を
能
入
に
許
す
に
非
ざ
ら
ん
や
。

又
、
第
七
巻
の
挙
劣
顕
劣
門
に
は
十
信
の
退
相
を
明
か
す
と
し
て
「
摩
訶
衍
の
因
縁
に
値
う
と
雖
もD

」
と
云
い
、
第
十
巻

に
は
四
心
下
品
の
人
を
判
ず
と
し
て
「
甚
深
無
極
の
大
乗
（
に
帰
依
し
て
）
初
め
て
学
習
す
る
が
故
にE

」
と
文
り
。
此
等

は
十
信
所
修
の
行
相
を
挙
ぐ
る
が
故
に
、
所
行
の
大
乗
は
専
ら
能
入
門
な
る
べ
き
を
や
。
但
し
、
門
法
の
十
名
を
明
か
す

の
時
、
能
入
に
於
い
て
此
の
名
無
し
と
云
う
に
至
て
は
、
彼
は
且
く
挙
勝
為
論
の
意
な
り
。
門
法
対
弁
す
る
の
時
は
勝
れ

た
る
に
付
い
て
所
入
を
摩
訶
衍
と
名
づ
く
と
雖
も
、
常
途
の
教
門
に
准
ず
る
の
時
、
能
入
何
ぞ
此
の
名
を
廃
せ
ん
や
。
次

に
、
慈
行
の
釈
に
至
て
は
、
既
に
「
若
し
常
教
及
び
通
相
の
義
に
就
か
ば
、
大
乗
と
名
づ
く
べ
しF

」
と
云
う
。
常
教
に
准

じ
、
並
び
に
門
法
を
分
か
た
ざ
る
通
相
の
義
に
依
る
の
時
は
能
入
門
を
も
摩
訶
衍
と
名
づ
く
べ
き
の
義
を
許
す
と
得
ら
れ

た
り
。「
既
に
門
法
を
分
か
つ
に
大
乗
と
名
づ
け
ずG

」
と
は
、
門
法
を
対
弁
す
る
の
時
は
摩
訶
衍
の
名
は
所
入
に
局
り
て
、

能
入
に
与
せ
ず
と
云
う
に
非
ざ
る
や
。
此
の
論
の
前
後
の
門
法
対
弁
の
釈
も
又
此
の
意
な
り
。

答
う
。
実
に
難
勢
の
如
く
、
余
教
に
准
ず
る
の
時
、
能
入
門
を
以
て
大
乗
と
名
づ
く
べ
し
の
条
、
勿
論
な
り
。
然
れ
ど
も
、
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今
の
論
は
所
入
に
此
の
名
を
立
て
、
能
入
に
与
え
ざ
る
の
故
に
、
摩
訶
衍
の
名
、
所
入
に
局
る
と
云
う
事
、
専
ら
論
判
に

任
せ
る
者
な
り
。
若
し
能
入
に
於
い
て
摩
訶
衍
の
名
を
許
す
べ
く
は
、
何
ぞ
能
入
の
異
名
を
挙
ぐ
る
の
時
、
此
の
名
を
立

て
ざ
ら
ん
や
。
例
せ
ば
、
如
来
蔵
の
名
、
門
法
に
通
じ
て
同
名
を
立
つ
が
如
く
な
る
べ
し
。
凡
そ
門
法
の
名
字
を
立
て
る

事
は
義
門
に
随
い
て
不
定
な
り
。
或
い
は
別
名
を
以
て
隣
近
・
有
財
等
の
釈
に
依
り
て
他
法
に
名
づ
く
る
こ
と
有
り
。
或

い
は
通
名
を
挙
勝
為
論
・
隠
顕
互
論
等
の
義
門
に
依
り
て
一
法
に
名
づ
く
る
こ
と
有
り
。
今
論
は
法
体
を
以
て
所
入
と
し
、

義
門
を
以
て
能
入
と
す
る
の
故
に
、
能
入
の
功
を
奪
い
て
偏
に
所
入
の
名
と
す
る
な
り
。
是
を
以
て
、
立
義
分
に
三
十
二

門
法
の
名
数
を
問
答
す
る
の
時
、「
何
の
故
に
摩
訶
衍
は
十
六
を
成
ず
る
やH

」
と
問
じ
て
十
六
の
法
を
答
え
、「
何
の
故
に

能
入
門
は
十
六
を
成
ず
る
やI
」
と
問
じ
て
十
六
の
門
を
答
せ
り
。
若
し
摩
訶
衍
の
名
、
能
入
門
を
簡
わ
ざ
れ
ば
、
何
ぞ
摩

訶
衍
の
問
を
答
し
て
、
偏
に
所
入
の
十
六
を
挙
げ
ん
や
。
今
の
論
の
意
、
摩
訶
衍
の
名
を
能
入
に
名
づ
け
ず
と
云
う
事
、

良
に
以
て
分
明
な
り
。
但
し
、
大
乗
は
了
義
の
通
名
な
り
と
云
う
事
、
会
釈
先
立
ち
て
顕
れ
畢
る
。
且
つ
は
慈
行
の
釈
に

其
の
理
を
尽
く
す
。
但
し
、
彼
の
釈
は
通
相
の
義
、
今
論
に
在
り
と
云
う
事
、
甚
だ
爾
る
べ
か
ら
ず
。「
今
当
論
に
拠
り

て
既
に
門
法
を
分
か
つJ

」
の
釈
の
意
、
今
論
は
門
法
を
分
か
つ
論
な
る
が
故
に
、
大
乗
の
名
は
偏
に
所
入
に
在
り
。
余
教

は
強
ち
に
門
法
を
分
別
せ
ざ
る
が
故
に
、
大
乗
の
名
、
簡
う
所
無
し
と
云
う
に
非
ざ
る
や
。
若
し
通
相
の
義
を
今
論
に
許

さ
ば
、「
今
当
論
にb

り
てK

」
と
は
何
の
文
を
指
す
ぞ
や
。
若
し
今
論
の
門
法
対
弁
す
る
の
処
に
は
、
能
入
を
云
い
て
摩

訶
衍
と
名
づ
け
ず
と
は
、
是
れ
は
題
額
の
下
の
釈
な
り
。
題
額
は
門
法
対
弁
す
る
こ
と
無
き
が
故
に
、
摩
訶
衍
の
名
、
尤

も
能
入
に
通
ず
べ
し
。
而
る
に
、
題
の
摩
訶
衍
、
偏
に
所
入
に
局
る
と
云
う
。
知
る
べ
し
。
何
れ
の
処
に
も
門
法
対
弁
の
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義
有
る
が
故
に
、
摩
訶
衍
の
名
の
能
入
に
許
さ
ざ
る
と
云
う
な
り
。
若
し
爾
ら
ば
、「
及
通
相
義
」
と
は
容
有L

の
釈
と
意

得
べ
き
な
り
。
次
に
、
所
入
は
無
名
相
の
法
体
な
る
が
故
に
大
乗
の
名
は
専
ら
能
入
門
に
在
る
べ
し
と
云
う
に
至
て
は
、

此
の
難
勢
の
意
な
ら
ば
所
入
を
摩
訶
衍
と
名
づ
け
ざ
る
と
云
う
か
。
若
し
爾
ら
ば
、
今
の
尋
の
意
に
非
ず
。
今
の
尋
は
通

局
の
尋
な
る
が
故
に
、
元
よ
り
能
入
は
運
載
の
功
を
推
し
て
此
の
功
は
所
入
に
在
る
と
見
れ
ば
、
還
て
能
入
を
奪
い
て
摩

訶
衍
の
名
を
興
さ
ざ
る
な
り
。
次
に
、「
三
十
二
種
の
甚
深
の
安
車M

」
と
云
う
に
至
て
は
彼
は
乗
の
名
を
三
十
二
に
名
づ

く
る
な
り
。
今
能
入
を
簡
う
は
、
専
ら
大
の
字
に
在
り
。
故
に
証
文
と
成
ら
ざ
る
な
り
。
次
に
、
第
七
・
第
十
の
両
処
の

文
に
至
て
は
、
彼
の
摩
訶
衍
と
は
教
法
な
り
。
本
よ
り
大
乗
の
名
を
所
入
に
局
る
と
云
う
事
は
功
を
本
に
推
す
義
な
り
。

故
に
知
ん
ぬ
。
行
者
の
正
所
行
は
能
入
門
な
り
と
雖
も
、
甚
深
の
教
に
値
う
の
由
を
述
べ
ん
が
為
に
、
所
入
を
説
く
の
教

門
に
値
う
と
雖
も
と
云
う
な
り
。

一
、
問
う
。『
鈔
』
の
意
、
甚
深
の
名
を
以
て
大
乗
に
全
同
せ
り
。
故
に
、
釈
し
て
云
く
、「
若
し
、
余
教
及
び
通
相
の
義

釈
に
准
ぜ
ば
、小
乗
に
対
す
る
が
為
の
故
に
甚
深
と
言
うN

」と
云
々
。「
若
就
常
教
」の
釈O

に
全
同
せ
り
。
彼
は
第
十
巻
の「
諸

仏
甚
深
広
大
義P

」
の
甚
深
を
『
論
』
に
所
入
と
し
て
「
能
入
門
に
望
む
る
に
（
故
に
）
極
め
て
甚
深
な
る
が
故
にQ

」
と
釈

せ
ら
る
処
の
釈
な
り
。
彼
の
文
の
処
に
は
甚
深
の
名
は
所
入
に
局
れ
ど
も
、「
三
十
二
種
の
甚
深
の
安
車R

」
と
云
う
の
時
は
、

甚
深
の
称
、
能
入
に
通
ず
。
故
に
知
ん
ぬ
。
通
相
の
説
は
直
に
今
論
の
説
文
に
有
り
と
云
う
事
を
。

答
う
。
誠
に
難
勢
の
如
く
、
通
相
の
釈
、
今
論
に
在
る
に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
、「
今
当
論
に
拠
り
て
既
に
門
法
を
分
か

つ
にS

」
の
今
の
字
と
既
の
字
と
両
字
の
起
尽
に
依
る
に
、
今
論
は
通
相
と
し
て
も
門
を
大
乗
と
名
づ
け
ず
と
得
ら
れ
た
り
。
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若
し
爾
ら
ば
、「
三
十
二
種
の
甚
深
の
安
車T

」
と
は
、
甚
深
の
称
は
猶
お
所
入
に
在
る
に
も
か
と
有
り
。
言
惣
意
別
は
聖

教
の
常
の
習
な
る
が
故
に
、
三
十
二
を
悉
く
甚
深
と
云
う
に
似
た
れ
ど
も
、
意
は
十
六
の
所
入
を
指
す
な
り
。

【
翻
刻
】《
顕
論
密
論
》

今
論
ハ

可
レ

云
上

通
二ス
ル

顕
密
二
藏
一

之
論
上ナ
リ
ト

乎　

答
可
レ

通
也　

兩
方

若
云
レ

通
者
定
二

顕
密
二
藏
一ヲ

事
可
レ

任
二

論
家
ノ

説
相
一ニ

然
ニ

四
八
一	

四
丁
左
」

階
ノ

法
門
ハ

廢
二シ

六
大
四
曼
之
談
一ヲ

五
分
十
軸
ノ

章
段
ハ

闕
二セ
リ

五
相
三

密
之
説
一ヲ

可
レ

知
非
レ

通
二ニ

密
論
一ニ

云
事
是
以
宗
家
ノ

釈
ニ

地
論
釈
論

稱
其
離
機
根
文

若
又
云
レ

尓
者
先
德
ノ

釈
ノ

中
ニ

居
二シ
テ

権
實
ノ

中
間
一ニ

兼
二

顕
密
ノ

兩
際
一ヲ

判
セ
リ

如
二

解
釈
一ノ

者
通
二ト

顕
密
一ニ

云
事
實
ニ

以
分
明
也

答
自
レ

本
所
二

答
申
一

可
レ

通
二

顕
密
一ニ

也
先
德
ノ

釈
其
㫖
分
明
也
凡

今
論
ハ

判
二シ

性
修
得
不
ノ

優
劣
一ヲ

明
二セ
リ

言
心
離
不
離
之
差
異
一ヲ

局
レ

顕
ニ

論
ナ
ラ
ハ

豈
有
二

此
等
ノ

義
一

乎
但
至
二

難
勢
一ニ

者
若
有
二ラ
ハ

六
大
四
曼
等
ノ

説
一

可
二

唯
密
ノ

論
一ナ
ル

何
以
レ

彼
ヲ

為
二

局
レ

顕
ニ

之
道
理
一ト

乎
次
ニ

二
教
論
ノ

釈
ハ

指
二

智
度
論
一ヲ

云
二

釈
論
一ト

欤
或
ハ

又
且
ク

約
二

離
機
根
之
名
言
同
一ナ
ル
ニ

欤
無
二

相
違
一
矣	

五
丁
右
」



―126―

重
難
云
凡
定
二ル

論
藏
之
顕
密
一ヲ

事
ハ

専
ラ

可
レ

任
二

所
明
ノ

之
法
門
一ニ

也

三
十
二
ハ

修
行
種
因
海
カ

故
置
テ

而
不
レ

論
レ

之
依
二テ

不
二
顕
密
之

義
一ニ

可
レ

定
二

論
藏
之
顕
密
一ヲ

欤
設
雖
三

不
二
ハ

名
二ク
ト

密
藏
一ニ

不
レ

顕
二

密
ノ

義

門
一ヲ

者
可
二

権
多
實
少
ノ

論
一ナ
ル

彼
楞
伽
智
度
雖
二

権
多
實
少
之
経

論
也
一ト

誰
カ

以
レ

彼
ヲ

定
二ル

密
経
密
論
一ト

乎
然
ニ

不
二
摩
訶
衍
ヲ
ハ

問
三

答
シ
テ

因

縁
分
ニ

不
レル
コ
ト
ヲ

出
二

其
機
一ヲ

云
二

離
機
根
故
離
教
説
故
一ト

若
顕
下

以
二

不
二
一ヲ

密
藏
也
上ト

者
尤
可
レ

判
二

有
機
有
教
一ト

既
ニ

癈
二ス

機
教
一ヲ

豈
ニ

非
レB

二ル
ニ

権
閞
一ニ

乎
但
以
二

言
語
心
量
離
不
離
之
説
一ヲ

判
二ス
ト

顕
密
ノ

界
畔
一ヲ

云
事
甚

不
レ

可
レ

然
於
二

顕
教
絶
離
ノ

位
一ニ

出
二ス
ナ
ラ
ハ
密
ノ

言
心
一ヲ

尤
以
二テ

彼
言
心
一ヲ

可
レ

述
下

縁
二

詮
ス
ル

六
大
四
曼
等
ノ

法
門
一ヲ

之
㫖
上ヲ

然
ニ

彼
ノ

言
心
ノ

境
界
ハ

真
如
無	

五
丁
左
」

相
之
重
也
故
ニ

能
詮
ノ

如
義
語
ヲ
ハ

以
二

維
摩
ノ

無
言
一ヲ

證
レ

之
能
縁
ノ

寂
滅

寂
静
念
ヲ
ハ

判
二セ
リ

無
能
念
可
念
一ト

更
ニ

非
二ル

密
ノ

言
心
一ニ

乎
離
不
離
之
説
ハ

似
二レ
ト
モ

遮
表
一ニ

離
絶
之
義
ハ

還
テ

同
ナ
ル
ヲ

乎
次
至
レ

云
三

地
論
釈
論
稱
其
離

機
根
之
釈
ハ

約
二ト

言
ノ

同
一ナ
ル
ニ

者
若
法
門
ノ

位
分
二レ
ハ

顕
密
一ニ

者
何
以
二

詞
ノ

相

似
一ヲ

猥
ク

齊
レ

之
乎
若
如
レナ
ラ
ハ

是
大
日
経
ニ

説
二テ

自
證
ノ

極
位
一ヲ

云
二ヲ
モ

佛
法
離

諸
相
一ト

同
二シ
テ

顕
ノ

無
相
ノ

極
理
一ニ

可
レ

判
レ

之
ヲ

乎
次
釈
論
者
指
二

智
論
一ヲ

云
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事
甚
不
レ

可
レ

尓
於
二

智
論
一ニ

説
二ク

離
機
離
教
一ト

文
處
何
ク
ソ
ヤ

乎
又
云
三

龍

猛
ノ

釈
論
ニ

挿
二ム
ト

圓
海
不
談
之
説
一ヲ

可
レ

指
二

智
論
一ヲ

乎
圓
海
ト

者
今
ノ

論
ニ

或
云
二

性
德
圓
満
海
一ト

或
云
二

圓
々
海
德
諸
佛
一ト

非
レ

依
二ニ

此
ノ

兩
處
ノ

文
一ニ

乎
於
二

智
論
一ニ

有
二

圓
海
ノ

説
文
一

云
事
有
二

説
處
一

乎
若
無
二

説	

六
丁
右
」

處
者
胸
臆
ノ

妄
談
也
矣

答
以
二

今
論
一ヲ

定
レル

通
二ト

顕
密
一ニ

事
ハ

任
二

先
德
ノ

釈
義
一ニ

加
之
小
栗
栖
ノ

常

暁
和
尚
ノ

請
来
ノ

表
ニ

云
此
論
正
ニ

談
二

密
藏
ヲ

傍
ニ

括
二

顕
教
一ヲ
云

云

先
德

愚
案
鈔
又
同
レ

之
此
等
ノ

釈
偏
ニ

任
二

髙
祖
ノ

定
判
一ニ

故
大
師
以
二テ

今

論
ノ

第
一ノ

得
不
問
答
第
二
ノ

言
語
心
量
離
不
離
之
説
第
五
ノ

五
重
ノ

問
答
第
十
ノ

攝
不
攝
之
文
一ヲ

備
二ヘ
玉
ヘ
リ

顕
密
界
畔
ノ

誠
證
一ニ

依
レ

之

三
學
録
ノ

中
ニ

以
二

二
部
十
一
巻
ノ

論
一ヲ
〈
釈
論
并
菩
提
心
論
〉
判
二セ
リ

真
言
所
學
ノ

論
一ト

殆
云
二ト
モ

唯
密
ノ

論
一ト
ハ

不
レ

可
レ

云
二

唯
顕
之
論
一ト
ハ

乎
凡
起
信
論
ハ

撰
二ス
ル

一

代
百
億
ノ

契
経
ノ

義
理
一ヲ

之
時
諸
教
所
二ノ

崇
尚
一ス
ル

真
如
ノ

理
ハ

生
滅
門

之
分
齊
也
此
上
ニ

立
二ツ

真
如
門
一ヲ

是
則
諸
教
究
竟
絶
離
之
位	

六
丁
左
」

也
何
ノ

教
ニ
カ

以
レ

之
有
下ラ
ン

不
レ

為
二

極
理
一ト

之
宗
上

乎
然
ニ

今
論
ハ

彼
ノ

理
ヲ

猶
降
二シ
テ

縁
起
因
分
一ト

其
上
ニ

立
二ツ

性
德
圓
満
之
不
二
一ヲ

是
豈
非
下

越
二タ
ル

一
代
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百
億
之
所
説
一ニ

之
重
上ニ

乎
是
以
宗
家
住
心
論
ノ

中
ニ

判
シ
テ

云
ク

諸
教
ハ

以
二

真
如
一ヲ

為
二

究
竟
一ト

今
此
宗
ハ

真
如
ニ

有
二

能
生
一

所
謂`

字
也
云

云

`
字
者
不
二
也
是
ハ

就
二

事
相
一ニ

可
レ

尋
レ

之
但
依
二

不
二
ノ

顕
密
一ニ

可
レ

定
二

論
蔵
ノ

之
顕
密
一ヲ

云
事
答
者
尤
所
二

依
憑
一ト
ス
ル

也
此
論
義
ハ

依
二

顕
ノ

人
師
ノ

意
一ニ

者
不
レ

及
レ

尋
ニ

事
ナ
リ

依
二テ

宗
家
ノ

御
意
一ニ

有
二

此
尋
一

也
然
ニ

宗

家
ノ

御
意
ハ

不
二
云
レ

通
レス
ト

顕
ニ

一
義
有
レト
モ

之
局
レル

顕
ニ

之
義
更
ニ

無
レ

之
若

許
二ハ

不
二
密
ナ
ル

義
一ヲ

者
是
則
今
論
ヲ

為
下ス
ル

通
レ

密
ニ

之
的B

上ト

也
次
権
多

實
少
ノ

論
カ

故
可
二ト

顕
論
一ナ
ル

云
事
不
レ

可
レ

尓
権
多
實
少
ト

者
説
二

顕
教	

七
丁
右
」

之
義
門
一ヲ

中
ニ

傍
ニ

挿
二

密
義
一ヲ

也
然
ニ

今
ノ

不
二
ハ

非
二

彼
ノ

例
一ニ_

ス
ヘ

二テ

一
代
ノ

教

理
一ヲ

為
二

三
十
二
ノ

法
門
一ト

義
勢
先
顕
畢
此
三
十
二
ヲ
ハ

下
二シ
テ

縁
起
因

分
一ト

以
二テ

性
德
ノ

根
源
一ヲ

稱
二ス

不
二
摩
訶
衍
一ト

以
レ

密
ヲ

為
二

能
生
ノ

根
源
一ト

以

レ

顕
ヲ

為
二

所
生
ノ

枝
末
一ト

誰
以
二

不
二
ノ

説
文
ノ

少
一キ
ヲ

為
二

傍
説
ノ

法
門
一ト

乎
依
二ラ
ハ

此
義
門
一ニ

者
可
レ

云
二

唯
密
ノ

論
一ト
モ

不
二
ノ

法
門
ハ

居
レテ

髙
ニ

攝
レ

低
ヲ

故
然
レ
ト
モ

於
二

三
十
二
一ニ

判
二シ

機
教
契
當
之
㫖
一ヲ

述
二

修
行
入
證
之
義
一ヲ

依
レ

之
ニ

一

向
不
レ

云
二

密
論
一ト
ハ

也
常
暁
和
尚
云
下

正
談
二

密
蔵
一

傍
括
中ト

顕
教
上ヲ

傍

正
ノ

義
門
深
叶
二ヘ
リ

論
意
一ニ

次
至
レ

云
三

言
語
心
量
離
不
離
之
義
非
二
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顕
密
ノ

界
畔
一ニ

者
本
論
ハ

顕
論
カ

故
以
二

三
離
之
説
一ヲ

示
二ス

躰
真
如
之

位
一ヲ

是
則
四
家
大
乗
究
竟
ノ

理
皆
以
二

言
心
離
絶
一ヲ

為
二

至
極
一ト

意	

七
丁
左
」

也
然
ニ

釈
論
ハ

傳
レル

密
ヲ

元
祖
ノ

所
釈
ナ
ル
カ

故
為
レ

顕
下

以
二テ

諸
教
ノ

絶
離
一ヲ

為
二ス
ル

密

蔵
ノ

本
分
一ト

之
旨
上ヲ

出
三ス

五
種
ノ

言
説
ト

與
二

十
種
心
量
一ト
ヲ

真
如
ノ

離
絶
ハ

約
二

四
言
九
心
一ニ

若
顕
下

以
二テ

如
義
ト

一
々
心
一ト
ヲ

縁
二

詮
ス
ル
ハ

之
一ヲ

非
二

顕
教
絶
離

之
分
齊
一ニ

之
旨
上ヲ

給
也
以
二テ

如
義
一
々
心
一ヲ

無
説
無
念
ノ

分
齊
也
ト

云
事
不
レ

可
レ

尓
實
ニ

無
説
無
念
ナ
ラ
ハ

無
レ

所
レ

陪
二

離
説
離
念
之
分
一ニ

云
二テ

得
談
真
理
得
縁
真
理
一ト

何
用
乎
況
又
三
昧
経
ニ

説
二ク

如
義
語
一ヲ

之
時
先
舎
利
弗
真
實
ノ

理
ヲ
ハ

不
レ

可
レ

言
説
ス

定
メ
テ

難
三ス

如
來
宣
二

説
シ
玉
フ
ヲ

真

實
ノ

理
一ヲ

如
義
語
若
無
説
ノ

分
ナ
ラ
ハ

豈
到
二ン

此
難
問
一ヲ

乎
如
來
又
約
二シ
テ

佛

生
二
説
一ニ

答
之
給
フ

意
ハ

云
レハ

不
レト

可
三

宣
二

説
真
實
之
理
一ヲ

約
二ス
レ
ハ

衆
生
所

用
ノ

四
種
ノ

妄
語
一ニ

者
不
レ

能
レ

説
コ
ト

故
云
二

不
説
一ト

也
若
約
二

佛
所
用
ノ

如	

八
丁
右
」

義
語
一ニ

者
直
ニ

説
二カ

真
實
之
理
一ヲ

故
今
日
云
二

説
法
一ス
ト

也
是
豈
無
説
ヲ

為
レ

説
ト

乎
但
引
二

證
ス
ル
コ
ト

維
摩
ノ

無
言
一ヲ

有
二

二
義
一

一
ニ
ハ

彼
ハ

釈
二ト
シ
テ

本
論
ノ

因
言

遣
言
之
文
一ヲ

為
レ

證
二

能
遣
因
言
一ヲ

引
二ク

浄
名
ノ

無
言
一ヲ

也
是
則
述
二

本

論
之
意
一ヲ

故
ニ

四
種
ノ

言
語
離
絶
之
位
ヲ

且
ク

名
二

如
義
一ト

異
下

三
昧
経
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約
二

遮
表
一ニ

分
中

別
ス
ル
ニ
ハ

真
妄
二
語
上ヲ

二
ニ
ハ

自
宗
ノ

意
ハ

浄
名
居
士
ヲ
ハ

西
方
ノ

語

菩
薩
ト

習
也
無
言
ハ

且
ク

顕
下ス

隔
二ル

顕
機
之
聞
一ヲ

之
義
上ヲ

也
本
論
ノ

因
言
ハ

雖
レ

指
二

無
言
ノ

如
義
一ヲ

釈
論
ニ

開
二

會
シ
テ

彼
一ヲ

云
二テ

能
遣
如
如
々
説
一ト

同
二シ
テ

三

昧
経
ノ

如
義
一ニ

引
二ク

維
摩
経
一ヲ

也
是
則
約
レ

顕
ニ

者
雖
二

無
言
一ト

約
レ

密
ニ

者

為
レ

成
二カ

有
言
一ナ
ル
コ
ト
ヲ

也
若
維
摩
一
向
無
言
ナ
ラ
ハ

豈
ニ

文
殊
讃
仰
シ
テ

云
二ン

如
言

説
如
々
耳
聴
如
一ト

乎
次
ニ

一
々
心
若
以
二テ

無
念
一ヲ

為
レ

念
ト

者
何
云
二ン	

八
丁
左
」

甚
深
真
躰
非
餘
境
界
唯
自
所
依
縁
為
境
界
一ト

乎
若
以
二テ

無

念
一ヲ

假
ニ

云
二

能
縁
一ト

者
以
二テ

真
如
門
一ヲ

直
ニ

可
レ

為
二

能
縁
一ト

然
ニ

真
如
門
ハ

無
二

心
念
一

故
云
二

一
々
心
ノ

所
縁
一ト

豈
ニ

又
云
二

無
心
一ト

乎
且
ハ

如
義
一
々

心
ハ

一
具
ノ

法
門
也
如
義
既
ニ

存
二セ
ハ

有
言
ノ

義
一ヲ

一
々
心
何
云
二

無
念
ヲ

為
一レ

念
ト

乎
顕
ノ

人
師
被
レ

封
二セ

言
亡
慮
絶
之
極
理
一ニ

乍
レ

見
二

得
談

得
縁
ノ

明
文
一ヲ

猶
強
テ

述
二

無
談
無
縁
之
義
一ヲ

是
豈
非
三

掩
レテ

耳
ヲ

偸
二ム
ニ

鳴

鐘
一ヲ

乎
次
ニ

地
論
釈
論
ノ

事
地
論
ハ

居
レテ

顕
一ニ

判
下ス

自
宗
ノ

極
理
非
二ル
カ

言
心
ノ

境
一ニ

故
絶
二ス
ル

機
根
一ヲ

之
旨
上ヲ

釈
論
ハ

居
レテ

密
一ニ

判
三ス

密
乗
法
門
ハ

非
二コ
ト
ヲ

顕
機
ノ

所
一ニ

レ

及
異
二ナ
レ
ト
モ

顕
密
一ニ

能
絶
離
之
機
ハ

共
ニ

在
二

顕
機
一ニ

故
意
大
ニ

同
ス
ル

也
如
是

絶
離
再U

約
因
位
談
非
謂
果
人
耶V

ノ

結
釈
可
レ

思
レ

之
所
詮
顕	

九
丁
右
」
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教
無
相
絶
離
ノ

極
位
ハ

約
レス
レ
ハ

顕
ニ

雖
レ

属
二

顕
教
之
分
齊
一ニ

以
二

密
ノ

眼
一ヲ

見

レ

之
密
蔵
瀲W

玄
ニ
シ
テ

顕
機
不
レル

及
ハ

之
處
閞
レ

顕
且
ク

云
二

顕
教
ノ

極
理
一ト

也

尋
二レ
ハ

彼
ノ

極
理
ノ

實
躰
一ヲ

全
ク

密
乗
也
故
ニ

四
言
九
心
等
ノ

所
二ヲ

絶
離
一ス
ル

云
二

顕
ノ

極
理
一ト
モ

或
云
二

密
蔵
一ト
モ

故
地
論
釈
論
其
旨
遥
ニ

同
也
懸
會

者
非
二

分
同
一ニ

一
徃
似
レタ
レ
ト
モ

異
ナ
ル
ニ

實
ニ
ハ

同
ナ
ル
ヲ

云
二

懸
會
一

也
矣

【
国
訳
】《
顕
論
密
論
》

今
論
は
顕
密
二
蔵
に
通
ず
る
の
論
な
り
と
云
う
べ
し
や
。

答
う
。
通
ず
べ
き
な
り
。

両
方
な
り
。
若
し
通
ず
と
云
わ
ば
、
顕
密
二
蔵
を
定
む
事
、
論
家
の
説
相
に
任
す
べ
し
。
然
る
に
、
四
八
一
階
の
法
門
は

六
大
四
曼
の
談
を
廃
し
、
五
分
十
軸
の
章
段
は
五
相
三
密
の
説
を
闕
せ
り
。
知
る
べ
し
。
密
論
に
通
ず
る
に
非
ず
と
云
う

事
を
。
是
を
以
て
宗
家
の
釈
に
、「
地
論
釈
論
に
は
其
の
機
根
を
離
れ
た
り
と
称
しX

」
と
文
り
。
若
し
又
爾
り
と
云
わ
ば
、

先
徳
の
釈
の
中
に
、「
権
実
の
中
間
に
居
し
て
、
顕
密
の
両
際
を
兼
ね
るY

」
と
判
ぜ
り
。
解
釈
の
如
く
な
ら
ば
、
顕
密
に

通
ず
と
云
う
事
、
実
に
以
て
分
明
な
り
。

答
う
。
本
よ
り
答
え
申
す
所
、
顕
密
に
通
ず
べ
き
な
り
。
先
徳
の
釈
、
其
の
旨
分
明
な
り
。
凡
そ
今
論
は
性
修
得
不
の
優

劣
を
判
じ
、
言
心
離
不
離
の
差
異
を
明
せ
り
。
顕
に
局
る
論
な
ら
ば
、
豈
に
此
等
の
義
有
ら
ん
や
。
但
し
難
勢
に
至
て
は
、
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若
し
六
大
四
曼
等
の
説
有
ら
ば
、唯
密
の
論
な
る
べ
し
。
何
ぞ
彼
を
以
て
顕
に
局
る
の
道
理
と
す
る
か
。
次
に
、『
二
教
論
』

の
釈
は
『
智
度
論
』
を
指
し
「
釈
論
」
と
云
う
か
。
或
い
は
又
、「
離
機
根
」
の
名
言
同
な
る
に
約
す
か
。
相
違
無
し
。

重
ね
て
難
じ
て
云
く
、
凡
そ
論
蔵
の
顕
密
を
定
む
る
事
は
専
ら
所
明
の
法
門
に
任
す
べ
き
な
り
。
三
十
二
は
修
行
種
因
海

な
る
が
故
に
、
置
い
て
之
を
論
ぜ
ず
。
不
二
顕
密
の
義
に
依
り
て
論
蔵
の
顕
密
を
定
む
べ
き
か
。
設
い
不
二
は
密
蔵
に
名

づ
く
と
雖
も
、
密
の
義
門
を
顕
さ
ざ
れ
ば
権
多
実
少
の
論
な
る
べ
し
。
彼
の
『
楞
伽
』『
智
度
』
は
権
多
実
少
の
経
論
な

り
と
雖
も
、
誰
か
彼
を
以
て
密
経
密
論
と
定
む
る
や
。
然
る
に
、
不
二
摩
訶
衍
を
ば
因
縁
分
に
其
の
機
を
出
さ
ざ
る
こ
と

を
問
答
し
て
「
機
根
を
離
る
が
故
に
教
説
を
離
る
が
故
にZ

」
と
云
う
。
若
し
不
二
を
以
て
密
蔵
な
り
と
顕
さ
ば
、
尤
も
有

機
有
教
と
判
ず
べ
し
。
既
に
機
教
を
廃
す
。
豈
に
権
関
に
壅
る
に
非
ざ
ら
ん
や
。
但
し
、
言
語
心
量
離
不
離
の
説
を
以

て
顕
密
の
界
畔
を
判
ず
と
云
う
事
、
甚
だ
然
る
べ
か
ら
ず
。
顕
教
絶
離
の
位
に
於
い
て
密
の
言
心
を
出
す
な
ら
ば
、
尤
も

彼
の
言
心
を
以
て
六
大
四
曼
等
の
法
門
を
縁
詮
す
る
の
旨
を
述
ぶ
る
べ
し
。
然
る
に
、
彼
の
言
心
の
境
界
は
真
如
無
相
の

重
な
り
。
故
に
、
能
詮
の
如
義
語
を
ば
「
維
摩
の
無
言[

」
を
以
て
之
を
証
し
、
能
縁
の
寂
滅
寂
静
の
念
を
ば
「
能
念
も
可

念
も
無
し\

」
と
判
ぜ
り
。
更
に
密
の
言
心
に
非
ざ
ら
ん
や
。
離
不
離
の
説
は
遮
表
に
似
た
れ
ど
も
、
離
絶
の
義
は
還
て
同

な
る
を
や
。
次
に
、「
地
論
釈
論
に
は
其
の
機
根
を
離
れ
た
り
と
称
し]

」
の
釈
は
言
の
同
な
る
に
約
す
と
云
う
は
、
若
し

法
門
の
位
を
顕
密
に
分
け
れ
ば
、
何
ぞ
詞
の
相
似
を
以
て
猥
し
く
之
を
斉
す
る
や
。
若
し
是
の
如
く
な
ら
ば
、『
大
日
経
』

に
自
証
の
極
位
を
説
い
て
「
仏
法
は
諸
相
を
離
る^

」
と
云
う
も
、
顕
の
無
相
の
極
理
に
同
じ
て
之
を
判
ず
べ
し
や
。
次
に
、

「
釈
論
」
は
『
智
論
』
を
指
す
と
云
う
事
、
甚
だ
爾
る
べ
か
ら
ず
。『
智
論
』
に
於
い
て
「
離
機
離
教
」
と
説
く
文
処
、
何
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く
ん
ぞ
や
。
又
龍
猛
の
『
釈
論
』
に
円
海
不
談
の
説
を
挿
む
と
云
い
て
『
智
論
』
を
指
す
べ
け
ん
や
。
円
海
と
は
今
の
論

に
、
或
は
「
性
徳
円
満
海_

」
と
云
い
、
或
は
「
円
々
海
徳
諸
仏`

」
と
云
う
。
此
の
両
処
の
文
に
依
る
に
非
ざ
ら
ん
や
。『
智

論
』
に
於
い
て
円
海
の
説
文
あ
り
と
云
う
事
、
説
く
処
有
る
か
。
若
し
説
く
処
無
く
ん
ば
、
胸
臆
の
妄
談
な
り
。

答
う
。
今
論
を
以
て
顕
密
に
通
ず
と
定
む
る
事
は
先
徳
の
釈
義
に
任
す
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
小
栗
栖
の
常
暁
和
尚
の
請

来
の
表
に
云
く
、「
此
の
論
、
正
に
密
蔵
を
談
じ
、
傍
に
顕
教
を
括
るa

」
と
云
々
。
先
徳
の
『
愚
案
鈔b

』
も
又
之
に
同
ず
。

此
等
の
釈
、
偏
に
高
祖
の
定
判
に
任
せ
る
が
故
に
、
大
師
、
今
論
の
第
一
の
得
不
問
答
、
第
二
の
言
語
心
量
離
不
離
の
説
、

第
五
の
五
重
の
問
答
、
第
十
の
摂
不
摂
の
文
を
以
て
、
顕
密
界
畔
の
誠
証
に
備
え
た
ま
え
り
。
之
に
依
り
て
『
三
学
録
』

の
中
に
二
部
十
一
巻
の
論
〈『
釈
論
』
并
び
に
『
菩
提
心
論
』〉
を
以
て
真
言
所
学
の
論
と
判
ぜ
り
。
殆
ど
唯
密
の
論
と
は
云

え
ど
も
、
唯
顕
の
論
と
は
云
う
べ
か
ら
ざ
る
か
。
凡
そ
、『
起
信
論
』
は
一
代
百
億
の
契
経
の
義
理
を
撰
す
る
の
時
、
諸

教
の
崇
尚
す
る
所
の
真
如
の
理
は
生
滅
門
の
分
斉
な
り
。
此
の
上
に
真
如
門
を
立
つ
。
是
れ
則
ち
諸
教
究
竟
絶
離
の
位
な

り
。
何
の
教
に
か
之
を
以
て
極
理
と
せ
ざ
る
の
宗
有
ら
ん
や
。
然
る
に
、
今
論
は
彼
の
理
を
猶
お
縁
起
因
分
と
降
じ
て
、

其
の
上
に
性
徳
円
満
の
不
二
を
立
つ
。
是
れ
豈
に
一
代
百
億
の
所
説
に
越
え
た
る
の
重
に
非
ざ
る
か
。
是
を
以
て
、
宗
家
、

『
住
心
論
』
の
中
に
判
じ
て
云
く
、「
諸
教
は
真
如
を
以
て
究
竟
と
し
、
今
此
の
宗
は
真
如
に
能
生
有
り
。
所
謂
る`

字

な
りc

」
と
云
々
。`

字
と
は
不
二
な
り
。
是
れ
は
事
相
に
就
い
て
之
を
尋
ぬ
べ
し
。
但
し
不
二
の
顕
密
に
依
り
て
論
蔵
の

顕
密
を
定
む
べ
し
と
云
う
事
、
答
者
の
尤
も
依
憑
と
す
る
所
な
り
。
此
の
論
義
は
顕
の
人
師
の
意
に
依
ら
ば
、
尋
に
及
ば

ざ
る
事
な
り
。
宗
家
の
御
意
に
依
り
て
此
の
尋
有
る
な
り
。
然
る
に
、
宗
家
の
御
意
は
不
二
、
顕
に
通
ず
と
云
う
一
義
之
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に
有
れ
ど
も
、
顕
に
局
る
の
義
更
に
之
に
無
し
。
若
し
不
二
の
密
な
る
義
を
許
さ
ば
、
是
れ
則
ち
今
論
を
密
に
通
ず
る
の

的
拠
と
す
る
な
り
。
次
に
、
権
多
実
少
の
論
な
る
が
故
に
顕
論
な
る
べ
し
と
云
う
事
、
爾
る
べ
か
ら
ず
。
権
多
実
少
と
は

顕
教
の
義
門
を
説
く
中
に
、傍
ら
に
密
義
を
挿
む
な
り
。
然
る
に
、今
の
不
二
は
彼
の
例
に
非
ず
。
一
代
の
教
理
を
統
べ
て
、

三
十
二
の
法
門
と
す
る
義
勢
、
先
に
顕
し
畢
ん
ぬ
。
此
の
三
十
二
を
ば
縁
起
因
分
と
下
し
て
、
性
徳
の
根
源
を
以
て
不
二

摩
訶
衍
と
称
す
。
密
を
以
て
能
生
の
根
源
と
し
、
顕
を
以
て
所
生
の
枝
末
と
す
。
誰
か
不
二
の
説
文
の
少
な
き
を
以
て
傍

説
の
法
門
と
す
る
や
。
此
の
義
門
に
依
ら
ば
、
唯
密
の
論
と
も
云
う
べ
し
。
不
二
の
法
門
は
高
に
居
し
て
低
を
摂
す
る
が

故
に
。
然
れ
ど
も
、
三
十
二
に
於
い
て
機
教
契
当
の
旨
を
判
じ
、
修
行
入
証
の
義
を
述
ぶ
。
之
に
依
り
て
一
向
に
密
論
と

は
云
わ
ざ
る
な
り
。
常
暁
和
尚
、「
正
に
密
蔵
を
談
じ
、傍
に
顕
教
を
括
るd

」
と
云
う
は
、傍
正
の
義
門
深
く
論
意
に
叶
え
り
。

次
に
、
言
語
心
量
離
不
離
の
義
、
顕
密
の
界
畔
に
非
ず
と
云
う
に
至
て
は
、
本
論
は
顕
論
な
る
が
故
に
、
三
離
の
説e

を
以

て
体
真
如
の
位
を
示
す
。
是
れ
則
ち
四
家
大
乗
究
竟
の
理
皆
な
言
心
離
絶
を
以
て
至
極
と
す
る
意
な
り
。
然
る
に
、『
釈
論
』

は
密
を
伝
う
る
元
祖
の
所
釈
な
る
が
故
に
、
諸
教
の
絶
離
を
以
て
密
蔵
の
本
分
と
す
る
の
旨
を
顕
さ
ん
が
為
に
、
五
種
の

言
説
と
十
種
の
心
量
と
を
出
す
。
真
如
の
離
絶
は
四
言
九
心
に
約
す
。
若
し
如
義
と
一
々
心
と
を
以
て
之
を
縁
詮
す
る
は
、

顕
教
絶
離
の
分
斉
に
非
ざ
る
の
旨
を
顕
し
給
う
な
り
。
如
義
一
々
心
を
以
て
無
説
無
念
の
分
斉
な
り
と
云
う
事
、
爾
る
べ

か
ら
ず
。
実
に
無
説
無
念
な
ら
ば
、
離
説
離
念
の
分
に
陪
む
所
無
し
。「
真
理
を
談
ず
る
こ
と
を
得f

」「
真
理
を
縁
ず
る
こ

と
を
得g

」
と
云
い
て
何
の
用
や
。
況
や
又
、『
三
昧
経
』
に
如
義
語
を
説
く
の
時h

、
先
ず
舎
利
弗
、
真
実
の
理
を
ば
言
説

す
べ
か
ら
ず
と
定
め
て
、
如
来
、
真
実
の
理
を
宣
説
し
た
ま
う
を
難
ず
。
如
義
語
若
し
無
説
の
分
な
ら
ば
、
豈
に
此
の
難
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問
を
致
さ
ん
や
。
如
来
も
又
、
仏
生
二
説
に
約
し
て
之
に
答
え
給
う
意
は
、
真
実
の
理
を
宣
説
す
べ
か
ら
ず
と
云
う
は
、

衆
生
所
用
の
四
種
の
妄
語
に
約
す
れ
ば
、
説
く
こ
と
能
わ
ざ
る
が
故
に
不
説
と
云
う
な
り
。
若
し
仏
所
用
の
如
義
語
に
約

す
れ
ば
、
直
ち
に
真
実
の
理
を
説
く
が
故
に
今
日
説
法
す
と
云
う
な
りi

。
是
れ
豈
に
無
説
を
説
と
せ
ん
や
。
但
し
、
維
摩

の
無
言
を
引
証
す
る
こ
と
二
義
有
り
。
一
に
は
、
彼
は
本
論
の
因
言
遣
言
の
文j

を
釈
す
と
し
て
能
遣
因
言
を
証
せ
ん
が
為

に
浄
名
の
無
言
を
引
く
な
り
。
是
れ
則
ち
、
本
論
の
意
を
述
ぶ
る
が
故
に
四
種
の
言
語
離
絶
の
位
を
且
く
如
義
と
名
づ
く
。

『
三
昧
経
』
の
遮
表
に
約
し
て
真
妄
二
語
を
分
別
す
る
に
は
異
な
り
。
二
に
は
、
自
宗
の
意
は
浄
名
居
士
を
ば
西
方
の
語

菩
薩
と
習
な
り
。無
言
は
且
く
顕
機
の
聞
を
隔
つ
る
の
義
を
顕
す
な
り
。本
論
の
因
言
は
無
言
の
如
義
を
指
す
と
雖
も
、『
釈

論
』
に
彼
を
開
会
し
て
「
能
遣
如
如
々
説k

」
と
云
い
て
、『
三
昧
経
』
の
如
義
に
同
じ
て
『
維
摩
経l

』
を
引
く
な
り
。
是

れ
則
ち
顕
に
約
さ
ば
無
言
と
雖
も
、
密
に
約
さ
ば
有
言
な
る
こ
と
を
成
ぜ
ん
が
為
な
り
。
若
し
維
摩
一
向
に
無
言
な
ら
ば
、

豈
に
文
殊
讃
仰
し
て
「
如
言
は
如
を
説
き
、
如
耳
は
如
を
聴
くm

」
と
云
わ
ん
や
。
次
に
、
一
々
心
若
し
無
念
を
以
て
念
と

す
れ
ば
、
何
ぞ
「
甚
深
の
真
体
、
余
の
境
界
に
非
ず
。
唯
だ
自
所
依
の
み
縁
じ
て
境
界
と
すn

」
と
云
わ
ん
や
。
若
し
無
念

を
以
て
仮
に
能
縁
と
云
わ
ば
、
真
如
門
を
以
て
直
ち
に
能
縁
と
す
べ
し
。
然
る
に
、
真
如
門
は
心
念
無
き
が
故
に
一
々
心

の
所
縁
と
云
う
。
豈
に
又
無
心
と
云
わ
ん
や
。
且
つ
は
、
如
義
一
々
心
は
一
具
の
法
門
な
り
。
如
義
既
に
有
言
の
義
を
存

せ
ば
、
一
々
心
何
ぞ
無
念
を
念
と
す
と
云
わ
ん
や
。
顕
の
人
師
、
言
亡
慮
絶
の
極
理
に
封
ぜ
ら
れ
、
得
談
得
縁
の
明
文
を

見
な
が
ら
、
猶
お
強
い
て
無
談
無
縁
の
義
を
述
ぶ
る
。
是
れ
豈
に
耳
を
掩
い
て
鳴
鐘
を
偸
む
に
非
ざ
る
やo

。
次
に
「
地
論

釈
論
」の
事
、『
地
論
』は
顕
に
居
し
て
、自
宗
の
極
理
、言
心
の
境
に
非
ざ
る
が
故
に
機
根
を
絶
す
る
の
旨
を
判
ず
。『
釈
論
』
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は
密
に
居
し
て
、
密
乗
法
門
は
顕
機
の
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
こ
と
を
判
ず
。
顕
密
に
異
な
れ
ど
も
、
能
絶
離
の
機
は
共
に
顕

機
に
在
す
る
が
故
に
、
意
大
い
に
同
ず
る
な
り
。「
是
の
如
く
の
絶
離
は
並
び
に
因
位
に
約
し
て
談
ず
。
果
人
を
謂
う
に

は
非
ざ
る
な
りp

」
の
結
釈
、
之
を
思
う
べ
し
。
所
詮
、
顕
教
無
相
絶
離
の
極
位
は
顕
に
約
す
れ
ば
顕
教
の
分
斉
に
属
す
と

雖
も
、
密
の
眼
を
以
て
之
を
見
る
に
密
蔵
幽
玄
に
し
て
顕
機
の
及
ば
ざ
る
の
処
な
り
。
顕
を
開
い
て
且
く
顕
教
の
極
理
と

云
う
な
り
。
彼
の
極
理
の
実
体
を
尋
ぬ
れ
ば
全
く
密
乗
な
る
が
故
に
、
四
言
九
心
等
の
絶
離
す
る
所
を
顕
の
極
理
と
も
云

い
、或
い
は
密
蔵
と
も
云
う
。
故
に
、『
地
論
』『
釈
論
』
其
の
旨
遥
か
に
同
な
り
。「
懸
か
に
会
え
りq

」
と
は
分
同
に
非
ず
。

一
往
異
な
る
に
似
た
れ
ど
も
実
に
は
同
な
る
を
「
懸
か
に
会
え
り
」
と
云
う
な
り
。

【
翻
刻
】《
不
二
顕
密
》

宗
家
意
以
二

三
十
三
ノ

法
門
一ヲ

證
二

顕
密
一ヲ

之
時
以
二

不
二
一ヲ

唯
可
レ

為
二

密
蔵
一ト

乎　

答
可
レ

尓
也　

兩
方
ナ
リ

如
二

講
答
一

者
不
二
ハ

是
離
言
ノ

果
分
同
二ス

諸
教
絶
離
一

依
レ

之
離
機
根
故
離
教
説
故
ノ

釈
ハ

専
ラ

同
二セ
リ	

九
丁
左
」

花
厳
不
與
教
相
應
離
教
説
故
之
釈
一ニ

是
以
宗
家
釈
ニ

五
教

性
海
不
可
説
ノ

文
ト

與
二

龍
猛
菩
薩
圓
々
性
海
不
可
説
ノ

言
一ト

懸

會
文

以
二

顕
乗
ノ

極
果
一ヲ

為
二

不
二
一見
リ

若
又
云
レ

尓
者
二
教
論
等
ノ

中
ニ

引
二

五
重
ノ

問
答
ノ

得
不
文
一ヲ

成
二セ
リ

不
二
密
蔵
之
㫖
一ヲ
矣
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答
凡
今
論
ハ

専
辨
二

顕
密
ノ

浅
深
一ヲ

正
ク

判
二

性
修
ノ

優
劣
一ヲ

是
則
以
二

不

二
一ヲ

為
二

密
蔵
一

故
也
若
不
二
ヲ

同
二セ

顕
ノ

果
一ニ
者
以
レ

何
為
レ

密
ト

可
レ

判
二

顕

密
ノ

界
畔
一ト

乎
且
ハ

一
邉
ニ

令
レ

出
一

給
フ

二
教
論
等
釈
分
明
也
但
至
二

一
邉
一

者
離
言
ノ

詞
雖
レ

同
ト

其
意
頗
異
也
彼
ハ

顕
ノ

極
理
契
證
絶

言
ノ

故
是
ハ

密
乗
之
法
門
四
言
不
レ

及
之
故
次
宗
家
ノ

釈
ハ

分
同

也
非
二

全
同
一ニ

欤	

十
丁
右
」

重
難
云
凡
定
二ル

法
門
ノ

顕
密
一ヲ

事
ハ

可
レ

任
二

論
家
ノ

釈
相
一ニ

也
若
於
二

不

二
一ニ

不
レ

開
二

六
大
四
曼
等
之
義
相
一ヲ

者
以
レテ
カ

何
ヲ

可
レ

知
二

不
二
密
蔵

之
㫖
一ヲ

乎
立
二

不
二
一ヲ

為ス
　

二ル
コ
ト
ハ

三
十
二
ノ

通
所
依
一ト

本
論
ノ

意
又
尓
也
若

尓
者
本
論
ノ

不
二
モ

又
可
レ

云
二

密
蔵
也
一ト

乎
然
ニ

本
論
ハ

攝
シ
テ

一
代
百

億
ノ

契
経
ノ

義
理
一ヲ

所
三

建
二

立
ス
ル

三
十
三
ノ

法
門
一ヲ

也
宗
家
判
二シ
玉
フ

顕
教
契

経
部
有
百
億
一ト

之
故
百
億
ノ

契
経
ニ

不
レ

説
レ

密
ヲ

之
條
勿
論
也
攝
二ス
ル

彼
義
理
一ヲ

之
時
不
レ

可
レ

述
二

密
義
一ヲ

道
理
分
明
カ

故
本
論
不
二
可
二キ

顕
教
之
分
齊
一ナ
ル

事
無
二

異
論
一

者
欤
今
論
解
二ス
ル

本
論
一ヲ

之
時
何
忽
ニ

背
二テ

本
論
之
義
理
一ニ

以
二テ

不
二
一ヲ

為ス
　

二ル

密
義
一ト

乎
設
今
論
ハ

挿
二テ

深
密
之

義
一ヲ

不
二
之
上
ニ

許
下ス
ト
モ

為
二ス
ル

密
蔵
一ト

之
義
上ヲ

又
為
レ

顕
之
㫖
ヲ

偏
ニ

不
レ

可
レ

癈
ス	

十
丁
左
」
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乎
若
不
二
ヲ

一
向
為
二

密
蔵
一ト

者
随
経
演
義
不
敢
違
越
之
宗

家
ノ

釈
非
レ

成
二ニ

鉾
楯
一ヲ

乎
若
釈
下セ
ハ

不
二
ヲ

為
二

密
蔵
一ト

之
㫖
上ヲ

者
尤
於
レ

此
ニ

可
レ

判
下

有
二

機
教
一

之
㫖
上ヲ

例
如
下

躰
真
如
之
理
ヲ

云
二

離
言
説
相
一ト

之

時
ハ

約
レシ

顕
ニ

以
二

如
義
語
一ヲ

談
レス
ル
ヲ

之
為
レカ

密
上ト

不
二
ハ

既
定
二

離
機
離
教
一ト

為

顕
乗
絶
離
之
無
相
之
極
理
一ト

事
更
不
レ

及
二

異
論
一ニ

乎
宗
家
ノ

所

釈
モ

一
向
不
レ

可
レ

云
レ

局
レト
ハ

密
ニ

欤
是
以
先
德
ノ

指
事
ニ

引
二テ

二
教
論
ノ

兩

處
之
文
一ヲ

致
レ

問
ヲ

云
ク

問
下シ
テ

何
故
ニ
カ

違
二

大
師
ノ

意
趣
一ニ

背
二

造
論
ノ

㫖
説
一ニ

今

猥
ク

注
二

此
義
一ヲ

甚
以
不
可
也
上ト　

答
云
付
二テ

此
論
一ニ

大
師
ノ

意
趣
不ア
ラ
ス
　二

一
准
一ニ

付
二テ

竪
中
ノ

竪
浅
畧
ノ

一
義
一ニ

作
二シ
玉
フ

彼
説
一ヲ

等
云

云

此
釈
ノ

意
ハ

大
師

御
意
モ

非
レ

許
下

以
二

不
二
一ヲ

且
ク

為
レ

顕
ト

之
義
上ヲ

乎
若
尓
者
以
二テ

地
論
釈	

十
一
丁
右
」

論
一ヲ

云
二

分
同
一ト

會
釈
非
レ

背
二

先
德
ノ

所
釈
一ニ

乎
但
至
下

以
二

不
二
一ヲ

為
レ

顕
ト

者
依
レテ
カ

何
可
レ

判
二ス

顕
密
之
界
畔
一ヲ

哉
上ト
云
ニ

者
若
於
二

不
二
一ニ

成
二

顕
密
ノ

論
一ヲ

者
此
叚
強
不
レ

可
二

會
通
一ス

可
レ

難
二ス

宗
家
ノ

釈
一ヲ

故
今
ハ

且
ク

通
局
ノ

不
審
カ

故
可
レ

言
二

此
叚
一ヲ

宗
家
ノ

御
意
於
二

不
二
一ニ

有
二

浅
畧
深
秘
ノ

二
門
一

浅

畧
門
ハ

同
二カ

本
論
一ニ

故
不
二
ヲ

為ス
　

レレ
ト
モ

顕
ト

依
二

深
秘
門
一ニ

得
不
攝
不
等
之

問
答
悉
ク

成
二

顕
密
優
劣
ノ

證
文
一ト

也
次
ニ

五
教
性
海
ノ

離
言
ト

不
二
ノ
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離
言
ト

其
㫖
別
也
ト

云
事
甚
不
レ

可
レ

尓
二
教
論
既
ニ

同
レシ
テ

之
ニ

釈
二

如

是
絶
離
置r

約
因
位
談
非
謂
果
人
也
一

給
フ

上
先
德
又
釈
レ玉
ヘ
リ

約
二ス
ト

竪
中
ノ

竪
浅
畧
ノ

一
義
一ニ

何
云
二

彼
此
ノ

意
異
一ト

乎
況
又
第
十
巻
論
ニ

引
二テ

大
本
花
嚴
ノ

圓
々
海
一ヲ

合
二セ
リ

今
論
ノ

不
二
一

何
云
下ハ
ン

五
教
性
海
ト

與
二	

十
一
丁
左
」

不
二
一ト

其
位
別
也
上ト

乎　

答
依
二

宗
家
ノ

意
一

者
今
論
ノ

不
二
ハ

可
二

唯

密
藏
一ナ
ル

也
若
許
下

不
二
通
レス
ル
ノ

顕
ニ

之
義
上ヲ

者
得
不
ノ

問
答
明
無
明
等

之
説
何
強
ニ

成
二

顕
密
ノ

優
劣
一ト

乎
於
二

顕
教
中
一ニ

嘆
二シ
テ

其
宗
極
一ヲ

如
レ

是
ノ

釈
セ
ン

乎s

不
レ

可
レ

有
二

相
違
一

故
ニ

然
ニ

彼
等
ノ

説
文
成
二

顕
密
優
劣
之
判

文
一ト

事
ハ

不
二
唯
シ

局
二ル

密
藏
一ニ

故
也
退
テ

案
二ル
ニ

其
ノ

道
理
一ヲ

顕
教
ハ

悉
ク

以
二テ

無

相
絶
離
一ヲ

為
二

宗
極
一ト

故
ニ

法
相
ニ
ハ

立
二

廢
詮
談
㫖
諦
一ヲ

為
極
理
一ト

三
論
ニ
ハ

以
二

言
亡
慮
絶
之
空
理
一ヲ

為
二

宗
極
一ト

天
台
ニ
ハ

以
二

百
非
洞
遣
四
句

皆
亡
言
語
道
断
心
行
所
滅
ノ

位
一ヲ

為
二

宗
極
一ト

花
厳
ニ
ハ

云
二テ

因
分
可

説
果
分
不
可
説
一ト

以
二テ

不
可
説
一ヲ

為
二

究
竟
至
極
一ト

此
等
ノ

宗
極
ハ

一

代
百
億
ノ

経
ノ

中
取
二テ

無
相
離
言
ノ

理
一ヲ

為
二

宗
極
一ト

也
而
今
ノ

論
攝
二ン

一	

十
二
丁
右
」

代
教
義
一ヲ

盡
二ス

法
門
ノ

分
齊
一ヲ

之
時
以
二テ

究
竟
絶
離
之
位
一ヲ

為
二

真
如

門
一

故
ニ

真
如
門
ハ

當
二レ
リ

諸
教
之
宗
極
一ニ

於
二

顕
教
一ニ

何
有
下ン

超
二

過
之
一ニ

位
上

乎
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然
ニ

今
論
ハ

判
下シ
玉
ヘ
リ

三
十
二
ヲ
ハ

修
行
種
因
海
ト
シ
テ

從
二

不
二
一

生
ス
ル

㫖
上ヲ

既
以
二

不
二
一ヲ

為
二シ

顕
教
ノ

極
理
ノ

能
生
一ト

三
十
二
ヲ
ハ

定
二ム

不
二
所
摂
所
得
之
法
一ト

非
レ

密
ニ

者

何
ソ

乎
故
ニ

住
心
論
ニ

諸
ノ

顕
教
ハ

以
二

真
如
一ヲ

為
二

至
極
之
理
一ト

密
教
之

意
ハ

於
二

真
如
一ニ

有
二

能
生
一

所
謂
吽
字
也
取
意

吽
字
ト

不
二
ト

其
義

全
同
也
誰
カ

以
二

吽
字
一ヲ

為
二

顕
ノ

理
一ト

乎
此
㫖
既
ニ

分
明
ナ
ラ
ハ

不
二
ニ

遮
レル
ハ

機
ヲ

遮
二シ

顕
機
一

不
二
ニ

離
二

言
教
一ヲ
ハ

者
遮
二ル

因
人
之
四
種
ノ

言
説
一ヲ

之
條
無
二

異
論
一

者
也
何
同
二セ
ン

顕
ノ

極
理
ノ

言
心
倶
絶
ノ

義
一ニ

乎
但
至
レ

云
下

於
二

不

二
一ニ

不
レ

開
中

六
大
四
万
等
上ヲ

者
今
論
ハ

釈
二カ

顕
論
一ヲ

故
顕
ノ

究
竟
絶
離	

十
二
丁
左
」

之
位
ハ

示
二シ
テ

密
乗
也
一ト

判
二ス
ル
マ
テ

顕
密
ノ

優
劣
一ヲ

也
大
途
ハ

真
生
二
門
ノ

教
門
ノ

分
齋
ナ
ル
カ

故
不
レ

及
三

開
二

説
ス
ル
ニ

六
大
四
曼
等
一ヲ

也
若
開
二

説
セ

彼
義
一ヲ

者
可
二

唯
密
ノ

論
一ナ
ル

何
云
レ

居
二

権
實
ノ

中
間
一ニ

乎
次
三
十
二
以
二テ

不
二
一ヲ

為
二

通

所
依
一ト

事
不
レ

知
レ

密
ヲ

前
ノ

難
也
若
知
レ

密
ヲ

之
時
ハ

一
代
諸
教
ハ

皆
令

レ

入
レ

密
ニ

之
方
便
故
ニ

以
レ

密
ヲ

可
レ

為
二

通
所
依
一ト

也
次
至
二

先
德
釈
一

者

彼
ノ

指
事
中
ニ

就
二テ

釈
論
一ニ

作
二

四
重
ノ

秘
釈
一ヲ

文
處
ニ

有
二

兩
處
一

一
處
ニ
ハ

不

二
ヲ

為
レ

密
ト

三
十
二
ヲ

為ス
　

レル
ヲ

顕
ト

為
二

初
重
ノ

浅
畧
一ト

准
二セ
ハ

彼
釈
一ニ

者
以
二

不
二
一ヲ

属
レス
ル

顕
ニ

義
更
無
レ

之
上
下
ノ

釈
不
レ

可
レ

成
二

鉾
楯
一ヲ

故
ニ

云
二モ

竪
カ

中
ノ

竪
浅
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畧
一
義
一ト

非
二

不
二
ヲ

為
一レス
ル
ニ
ハ

顕
ト

欤
若
尓
者
大
師
ノ

御
意
ハ

以
二

不
二
ノ

不

説
一ク

假
リ
ニ
モ

不
レ

可
レ

同
二

地
論
ノ

不
説
一ニ

不
説
ノ

義
有
レ

所
二

懸
同
一ス
ル

故
云
二

地
論	

十
三
丁
右
」

釈
論
稱
其
離
機
根
等
一ト

也
此
釈
ハ

源
付
下テ

釈
論
ノ

云
三

一
切
教
法
ハ

皆
盡
二ス
ト

立
義
分
一ニ

云
レヒ

通
二ス
ト

因
果
二
分
一ニ

云
三

一
切
ノ

所
化
ノ

機
ハ

盡
二ス
ト

初
因

縁
一ニ

釈
レス
ル
ニ

通
中ス
ト

因
果
二
機
上ニ

致
レ

問
ヲ

也
意
ハ

論
釈
ハ

云
三

顕
二

説
ス
ト

因
果
ノ

二
教

二
機
一ヲ

故
此
分
ニ
テ
ハ

假
リ
ニ
モ

地
論
釈
論
ヲ

不
レ

可
二

齊
シ
ク

釈
一ス

故
致
レ

問
也
答
レス
ル

之

時
離
機
離
教
之
説
ハ

云
二ナ
リ

浅
畧
ノ

一
義
也
一ト

意
ハ

約
二

顕
機
ノ

不
レト

及
四

言
ノ

不
説
一ト
ニ

云
二ト

離
機
離
教
一ト

未
三タ

顕
二

説
セ

不
二
ノ

有
機
有
教
ノ

之
旨
一ヲ

故

有
下

同
二

地
論
一ニ

之
邉
上

者
云
二

竪
中
竪
浅
畧
之
一
義
一ト

也
云
レテ

尓
非
二

不
二
ヲ

云
一レニ
ハ

顕
ト

也
次
至
レ

云
下

大
本
花
厳
ノ

圓
々
海
ヲ

合
二ス
ル
カ

不
二
一ニ

故
不

二
可
中ト

花
厳
ノ

果
分
ノ

之
分
齋
上ナ
ル

者
誰
カ

大
本
花
厳
ノ

圓
々
海
ヲ

共
二

許
セ
ン

花
厳
ノ

果
分
一ト

乎
大
本
経
ハ

権
多
實
少
ノ

経
カ

故
圓
々
海
德
諸
佛
ト	

十
三
丁
左
」

者
指
二

密
佛
一ヲ

也
故
ニ

論
此
不
二
法
形
於
彼
佛
其
德
勝
故
文

為
レ

證
二

彼
文
一ヲ

引
二

大
本
経
一ヲ

也
大
師
判
二シ
玉
ヘ
リ

彼
佛
者
種
因
海
ノ

佛
也
一ト

因
果
二
佛
ノ

攝
不
攝
是
顕
密
優
劣
ノ

證
文
也
何
以
二

花
厳
経
ノ

所
説
一ナ
ル
ヲ

同
二セ
ン

花
厳
宗
ノ

所
立
ノ

果
性
不
可
説
一ニ

乎
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【
国
訳
】《
不
二
顕
密
》

宗
家
の
意
、
三
十
三
の
法
門
を
以
て
顕
密
を
証
す
る
の
時
、
不
二
を
以
て
唯
だ
密
蔵
と
す
べ
し
や
。

答
う
。
爾
る
べ
き
な
り
。

両
方
な
り
。
講
答
の
如
き
は
、
不
二
は
是
れ
離
言
の
果
分
に
し
て
諸
教
の
絶
離
に
同
ず
。
之
に
依
り
て
、「
機
根
を
離
れ

た
る
が
故
に
、
教
説
を
離
れ
た
る
が
故
にt

」
の
釈
は
専
ら
花
厳
の
「
教
と
相
応
せ
ざ
る
（
教
説
を
離
れ
た
る
）
が
故
にu

」
の

釈
に
同
ぜ
り
。
是
を
以
て
宗
家
の
釈
に
、「
五
教
の
性
海
不
可
説
の
文
と
龍
猛
菩
薩
の
円
々
性
海
不
可
説
の
言
と
懸
か
に

会
え
りv

」
と
文
り
。
顕
乗
の
極
果
を
以
て
不
二
と
す
る
と
見
え
た
り
。
若
し
又
爾
り
と
云
わ
ば
、『
二
教
論
』
等
の
中
に

五
重
の
問
答
の
得
不
の
文
を
引
い
て
、
不
二
密
蔵
の
旨
を
成
ぜ
り
。

答
う
。
凡
そ
、
今
論
は
専
ら
顕
密
の
浅
深
を
弁
じ
、
正
し
く
性
修
の
優
劣
を
判
ず
。
是
れ
則
ち
不
二
を
以
て
密
蔵
と
す
る

が
故
な
り
。
若
し
不
二
を
顕
の
果
に
同
ぜ
ば
、
何
を
以
て
密
と
し
、
顕
密
の
界
畔
と
判
ず
べ
し
や
。
且
つ
は
一
辺
に
出
せ

し
め
給
う
『
二
教
論
』
等
の
釈
分
明
な
り
。
但
し
一
辺
に
至
て
は
、
離
言
の
詞
同
な
り
と
雖
も
、
其
の
意
頗
る
異
な
り
。

彼
は
顕
の
極
理
な
り
。
契
証
絶
言
の
故
に
。
是
は
密
乗
の
法
門
な
り
。
四
言
の
及
ば
ざ
る
の
故
に
。
次
に
、
宗
家
の
釈
は

分
同
な
り
。
全
同
に
非
ざ
る
か
。

重
ね
て
難
じ
て
云
く
、
凡
そ
、
法
門
の
顕
密
を
定
む
る
事
は
論
家
の
釈
相
に
任
す
べ
き
な
り
。
若
し
不
二
に
於
い
て
六
大

四
曼
等
の
義
相
を
開
か
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
か
不
二
密
蔵
の
旨
を
知
る
べ
し
や
。
不
二
を
立
て
三
十
二
の
通
所
依
と
す
る
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こ
と
は
、
本
論
の
意
も
又
爾
る
な
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
本
論
の
不
二
も
又
密
蔵
な
り
と
云
う
べ
し
や
。
然
る
に
、
本
論
は

一
代
百
億
の
契
経
の
義
理
を
摂
し
て
三
十
三
の
法
門
を
建
立
す
る
所
な
り
。
宗
家
、「
顕
教
の
契
経
部
に
百
億
有
りw

」
と

判
じ
た
ま
う
の
故
に
、
百
億
の
契
経
に
密
を
説
か
ざ
る
の
条
勿
論
な
り
。
彼
の
義
理
を
摂
す
る
の
時
、
密
義
を
述
ぶ
べ
か

ら
ざ
る
道
理
分
明
な
る
が
故
に
、
本
論
の
不
二
は
顕
教
の
分
斉
な
る
べ
き
事
異
論
無
き
者
か
。
今
論
、
本
論
を
解
す
る
の

時
、
何
ぞ
忽
ち
に
本
論
の
義
理
に
背
き
て
不
二
を
以
て
密
義
と
す
る
や
。
設
い
今
論
は
深
密
の
義
を
挿
ん
で
不
二
の
上
に

密
蔵
と
す
る
の
義
を
許
す
と
も
、
又
顕
と
す
る
の
旨
を
偏
に
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
や
。
若
し
不
二
を
一
向
に
密
蔵
と
せ
ば
、

「
経
に
随
い
て
義
を
演
べ
て
敢
え
て
違
越
せ
ずx

」
の
宗
家
の
釈
は
鉾
楯
を
成
ず
る
に
非
ざ
る
や
。
若
し
不
二
を
密
蔵
と
す

る
の
旨
を
釈
せ
ば
、
尤
も
此
に
於
い
て
機
教
有
り
の
旨
を
判
ず
べ
し
。
例
え
ば
、
体
真
如
の
理
を
離
言
説
相
と
云
う
の
時

は
顕
に
約
し
、
如
義
語
を
以
て
之
を
談
ず
る
を
密
と
す
る
が
如
し
。
不
二
は
既
に
離
機
離
教
と
定
め
、
顕
乗
絶
離
の
無
相

の
極
理
と
す
る
事
、
更
に
異
論
に
及
ば
ざ
ら
ん
や
。
宗
家
の
所
釈
も
一
向
に
密
に
局
る
と
は
云
う
べ
か
ら
ざ
る
か
。
是
を

以
て
、先
徳
の
『
指
事
』
に
『
二
教
論
』
の
両
処
の
文
を
引
き
て
問
を
致
し
て
云
く
、「
何
の
故
に
か
大
師
の
意
趣
に
違
し
、

造
論
の
旨
説
に
背
き
て
今
猥
し
く
此
の
義
を
注
す
。
甚
だ
以
て
不
可
な
りy

」
と
問
し
て
、「
答
え
て
云
く
、
此
の
論
に
付

い
て
大
師
の
意
趣
、
一
准
に
あ
ら
ず
。
竪
中
の
竪
、
浅
略
の
一
義
に
付
い
て
彼
の
説
を
作
し
た
ま
うz

」
等
と
云
々
。
此
の

釈
の
意
は
大
師
の
御
意
も
不
二
を
以
て
且
く
顕
と
す
る
の
義
を
許
す
に
非
ざ
る
や
。
若
し
爾
ら
ば
、『
地
論
』『
釈
論
』
を

以
て
分
同
と
云
う
会
釈
、
先
徳
の
所
釈
に
背
く
に
非
ざ
る
や
。
但
し
、
不
二
を
以
て
顕
と
す
る
は
何
に
依
り
て
か
顕
密
の

界
畔
を
判
ず
べ
き
か
と
い
う
に
至
て
は
、
若
し
不
二
に
於
い
て
顕
密
の
論
を
成
ず
れ
ば
、
此
の
段
強
ち
会
通
す
べ
か
ら
ず
。
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宗
家
の
釈
を
難
ず
べ
き
が
故
に
、
今
は
且
く
通
局
の
不
審
な
る
が
故
に
、
此
の
段
を
言
う
べ
し{

。
宗
家
の
御
意
、
不
二
に

於
い
て
浅
略
深
秘
の
二
門
有
り
。
浅
略
門
は
本
論
に
同
ず
る
が
故
に
、
不
二
を
顕
と
す
れ
ど
も
、
深
秘
門
に
依
り
て
得
不
・

摂
不
等
の
問
答
悉
く
顕
密
優
劣
の
証
文
と
成
る
な
り
。
次
に
、
五
教
の
性
海
の
離
言
と
不
二
の
離
言
と
其
の
旨
別
な
り
と

云
う
事
、
甚
だ
爾
る
べ
か
ら
ず
。『
二
教
論
』、
既
に
之
に
同
じ
て
「
是
の
如
き
の
絶
離
は
並
び
に
因
位
に
約
し
て
談
ず
。

果
人
を
謂
う
に
は
非
ざ
る
な
り|

」
と
釈
し
給
う
。
上
の
先
徳
も
又
、
竪
中
の
竪
、
浅
略
の
一
義
に
約
す
と
釈
し
た
ま
え
り
。

何
ぞ
彼
此
の
意
異
な
り
と
云
う
や
。
況
や
又
、
第
十
巻
の
『
論}

』
に
『
大
本
花
厳
』
の
円
々
海
を
引
い
て
今
論
の
不
二
に

合
せ
り
。
何
ぞ
五
教
の
性
海
と
不
二
と
其
の
位
別
な
り
と
云
わ
ん
や
。

答
う
。
宗
家
の
意
に
依
ら
ば
、
今
論
の
不
二
は
唯
だ
密
蔵
な
る
べ
き
な
り
。
若
し
、
不
二
、
顕
に
通
ず
る
の
義
を
許
さ
ば
、

得
不
の
問
答
・
明
無
明
等
の
説
、
何
ぞ
強
ち
に
顕
密
の
優
劣
と
成
ら
ん
や
。
顕
教
の
中
に
於
い
て
其
の
宗
極
を
嘆
じ
て
、

是
の
如
き
の
釈
せ
ん
事~

、
相
違
有
る
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
。
然
る
に
、
彼
等
の
説
文
を
顕
密
優
劣
の
判
文
と
成
す
事
は
不

二
唯
し
密
蔵
に
局
る
が
故
な
り
。
退
し
て
其
の
道
理
を
案
ず
る
に
、
顕
教
は
悉
く
無
相
絶
離
を
以
て
宗
極
と
す
る
が
故
に
、

法
相
に
は
廃
詮
談
旨
の
諦
を
立
て
て
極
理
と
し
、
三
論
に
は
言
亡
慮
絶
の
空
理
を
以
て
宗
極
と
し
、
天
台
に
は
百
非
洞
遣
・

四
句
皆
亡
・
言
語
道
断
・
心
行
所
滅
の
位
を
以
て
宗
極
と
し
、
花
厳
に
は
因
分
可
説
果
分
不
可
説
と
云
い
て
不
可
説
を
以

て
究
竟
至
極
と
す
。此
等
の
宗
極
は
一
代
百
億
の
経
の
中
、無
相
離
言
の
理
を
取
り
て
宗
極
と
す
る
な
り
。而
る
に
今
の
論
、

一
代
教
義
を
摂
し
、
法
門
の
分
斉
を
尽
く
す
の
時
、
究
竟
絶
離
の
位
を
以
て
真
如
門
と
す
る
が
故
に
、
真
如
門
は
諸
教
の

宗
極
に
当
た
れ
り
。
顕
教
に
於
い
て
何
ぞ
之
に
超
過
す
る
位
有
ら
ん
や
。
然
る
に
、
今
論
は
三
十
二
を
ば
修
行
種
因
海
と
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し
て
不
二
よ
り
生
ず
る
旨
を
判
じ
た
ま
え
り
。
既
に
不
二
を
以
て
顕
教
の
極
理
の
能
生
と
し
、
三
十
二
を
ば
不
二
所
摂
所

得
の
法
と
定
む
。
密
に
非
ざ
れ
ば
何
ぞ
や
。
故
に
、『
住
心
論
』
に
「
諸
の
顕
教
は
真
如
を
以
て
至
極
の
理
と
す
。
密
教

の
意
は
真
如
に
於
い
て
能
生
有
り
。
所
謂
る
吽
字
な
りC

」
と
〈
取
意
〉。
吽
字
と
は
不
二
と
其
の
義
全
同
な
り
。
誰
か
吽
字

を
以
て
顕
の
理
と
せ
ん
や
。
此
の
旨
既
に
分
明
な
ら
ば
、
不
二
に
機
を
遮
す
る
は
顕
機
を
遮
し
、
不
二
に
言
教
を
離
れ
る

は
因
人
の
四
種
の
言
説
を
遮
す
る
の
条
に
し
て
異
論
無
き
者
な
り
。
何
ぞ
顕
の
極
理
の
言
心
倶
絶
の
義
に
同
ぜ
ん
や
。
但

し
、
不
二
に
於
い
て
六
大
四
万
等
を
開
か
ず
と
云
う
に
至
て
は
、
今
論
は
顕
論
を
釈
す
る
が
故
に
、
顕
の
究
竟
絶
離
の
位

は
密
乗
な
り
と
示
し
て
顕
密
の
優
劣
を
判
ず
る
ま
で
な
り
。
大
途
は
真
生
二
門
の
教
門
の
分
斉
な
る
が
故
に
、
六
大
四
曼

等
を
開
説
す
る
に
及
ば
ざ
る
な
り
。
若
し
彼
の
義
を
開
説
せ
ば
、
唯
密
の
論
な
る
べ
し
。
何
ぞ
権
実
の
中
間
に
居
す
と
云

わ
ん
や
。
次
に
、
三
十
二
、
不
二
を
以
て
通
所
依
と
す
る
事
、
密
を
知
ら
ざ
る
前
の
難
な
り
。
若
し
密
を
知
る
の
時
は
、

一
代
諸
教
は
皆
密
に
入
ら
し
む
る
の
方
便
な
る
が
故
に
、密
を
以
て
通
所
依
と
す
べ
き
な
り
。
次
に
、先
徳
の
釈
に
至
て
は
、

彼
の
『
指
事D

』
の
中
に
『
釈
論
』
に
就
い
て
四
重
の
秘
釈
を
作
す
文
処
に
両
処
有
り
。
一
処
に
は
不
二
を
密
と
し
三
十
二

を
顕
と
す
る
を
初
重
の
浅
略
と
す
。
彼
の
釈
に
准
ぜ
ば
、
不
二
を
以
て
顕
に
属
す
る
義
、
更
に
之
無
し
。
上
下
の
釈
、
鉾

楯
を
成
ず
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
、「
竪
が
中
の
竪
、
浅
略
の
一
義E

」
と
云
う
も
、
不
二
を
顕
と
す
る
に
は
非
ざ
る
か
。
若

し
爾
ら
ば
、
大
師
の
御
意
は
不
二
の
不
説
を
以
て
、
仮
に
も
『
地
論
』
の
不
説
に
同
ず
べ
か
ら
ず
。
不
説
の
義
、
懸
同
す

る
所
有
る
が
故
に
、「
地
論
釈
論
に
は
其
の
機
根
を
離
れ
た
り
と
称
しF

」
等
と
云
う
な
り
。
此
の
釈
は
源
と
『
釈
論
』
の

「
一
切
教
法
は
皆
な
立
義
分
に
尽
く
す
」
と
云
う
を
「
因
果
二
分
に
通
ず
」
と
云
い
、「
一
切
の
所
化
の
機
は
初
因
縁
に
尽
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く
す
」
と
云
う
を
「
因
果
二
機
に
通
ず
」
と
釈
す
るG

に
付
い
て
問
を
致
す
な
り
。
意
は
、
論
釈
に
は
因
果
の
二
教
二
機
を

顕
説
す
と
云
う
が
故
に
、此
の
分
に
て
は
、仮
に
も
『
地
論
』『
釈
論
』
を
斉
し
く
釈
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
問
を
致
す
な
り
。

之
に
答
す
る
時
、
離
機
離
教
の
説
は
浅
略
の
一
義
な
り
と
云
う
意
は
顕
機
の
及
ば
ざ
る
と
四
言
の
不
説
と
に
約
し
て
離
機

離
教
と
云
う
と
。
未
だ
不
二
の
有
機
有
教
の
旨
を
顕
説
せ
ざ
る
が
故
に
。『
地
論
』
に
同
す
る
の
辺
有
れ
ば
、「
竪
中
の
竪
、

浅
略
の
一
義H
」
と
云
う
な
り
。
爾
り
と
云
い
て
、
不
二
を
顕
と
云
う
に
は
非
ざ
る
な
り
。
次
に
、『
大
本
花
厳
』
の
円
々

海
を
不
二
に
合
す
る
が
故
に
不
二
は
花
厳
の
果
分
の
分
斉
な
る
べ
し
と
云
う
に
至
て
は
、
誰
か
『
大
本
花
厳
』
の
円
々
海

を
花
厳
の
果
分
と
共
許
せ
ん
や
。『
大
本
経
』
は
権
多
実
少
の
経
な
る
が
故
に
、
円
々
海
徳
諸
仏
と
は
密
仏
を
指
す
な
り
。

故
に
『
論
』
に
「
不
二
の
法
を
彼
の
仏
に
形
ぶ
る
に
、其
の
徳
勝
れ
た
る
が
故
にI

」
と
文
り
。
彼
の
文
を
証
と
し
、『
大
本
経
』

を
引
く
な
り
。
大
師
、
彼
の
仏
は
種
因
海
の
仏
な
り
と
判
じ
た
ま
え
りJ

。
因
果
二
仏
の
摂
不
摂
は
是
れ
顕
密
優
劣
の
証
文

な
り
。
何
ぞ
『
花
厳
経
』
の
所
説
な
る
を
以
て
花
厳
宗
の
所
立
の
果
性
不
可
説
に
同
ぜ
ん
や
。

註
１	

林
田
光
禅
「
真
言
宗
綱
要
」（『
真
言
宗
選
書
』
第
三
巻
、
一
九
八
六
）
一
六
頁

２	

勝
又
俊
教
『
真
言
の
教
学
―
大
疏
百
条
第
三
重
の
研
究
―
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
）

３	

但
し
、
現
在
の
智
山
派
・
豊
山
派
の
竪
義
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
算
題
の
中
、《
法
勝
勝
劣
》《
二
門
峙
立
》《
立
義
法
数
》《
自
門
心
念
》《
無

為
第
八
》
は
、
新
義
真
言
研
究
会
『
大
疏
第
三
重
・
釈
論
第
三
重
の
研
究
』（
大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
、
二
〇
〇
一
）
の
中
で
翻
刻
・
国
訳

が
な
さ
れ
て
い
る
。
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４	

論
義
の
算
題
に
は
《　
　

》
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

５	

巻
一
に
は
な
い
が
、
他
巻
（
全
十
巻
）
に
は
朱
書
き
や
押
紙
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

６	『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
七
三
、八
一
丁
左
下
）

７	『
記
』（『
卍
続
』
七
三
、一
三
丁
右
上
）

８	『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
七
三
、八
一
丁
左
下
）

９	『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
〇
三
頁
下
／
六
〇
三
頁
上
の
偈
頌
）

10	『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
〇
二
頁
上
）

11
『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
四
九
頁
中
）

12
『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
六
六
頁
中
）
但
し
、「
に
帰
依
し
て
」
は
底
本
に
は
な
い
が
、
原
文
に
あ
る
た
め
、（　

）
を
付
し
て
挿
入
し
た
。

13
『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
七
三
、八
一
丁
左
下
）

14
『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
七
三
、八
一
丁
左
下
）

15
『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
〇
〇
頁
上
）

16
『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
〇
〇
頁
上
）

17	『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
七
三
、八
一
丁
左
下
）

18
『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
七
三
、八
一
丁
左
下
）

19
「
容
有
」
と
は
「
容
レ
有
（
有
る
べ
き
）」
の
意
で
あ
る
。

20
『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
〇
二
頁
上
）

21
『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
七
三
、八
六
丁
右
上
）

22
『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
七
三
、八
一
丁
左
下
）

23
『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
六
八
頁
上
）
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24
『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
六
八
頁
上
）
但
し
、「
故
に
」
は
原
文
に
な
い
た
め
、（　

）
を
付
し
た
。

25
『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
〇
二
頁
上
）

26
『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
七
三
、八
一
丁
左
下
）

27
『
釈
論
』（『
大
正
藏
』
三
二
、六
〇
二
頁
上
）

28
「
再
」
に
つ
い
て
、
運
敞
は
「
並
」
の
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、『
二
教
論
』
を
見
て
も
「
並
」
で
あ
る
。

29
「
耶
」
に
つ
い
て
、
運
敞
は
「
也
」
の
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、『
二
教
論
』
を
見
て
も
「
也
」
で
あ
る
。

30
「
幽
」
の
誤
り
か
。

31		『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、四
七
四
頁
）。
こ
の
文
の
「
釈
論
」
に
つ
い
て
、頼
瑜
『
二
教
論
愚
草
』
で
は
『
大
智
度
論
』
と
す
る
。
こ
れ
を
『
釈

論
』
と
す
る
の
は
宥
快
説
。
問
者
は
宥
快
説
を
取
り
、
こ
の
後
、
答
者
は
頼
瑜
説
を
取
る
。

32		

覚
鑁
『
釈
論
指
事
』（『
興
大
全
』
上
、
七
一
頁
）

33
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
一
頁
下
）

34
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
六
頁
下
、
取
意
）

35
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
七
頁
中
、
取
意
）

36
『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
七
四
頁
）

37
『
大
日
経
』（『
大
正
蔵
』
一
八
、四
頁
下
）

38
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
一
頁
下
）

39
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
六
八
頁
上
）。
但
し
『
大
正
蔵
』
は
「
円
円
海
得
（
＝
徳V

）
諸
仏
」
で
あ
る
。

40		

常
暁　
『
常
暁
和
尚
請
来
目
録
』（『
大
正
蔵
』
五
五
、一
〇
六
九
頁
中
）。
但
し
、『
大
正
蔵
』
は
「
横
に
顕
教
を
釈
し
、竪
に
秘
蔵
を
括
る
」
で
あ
る
。

常
暁
は
入
唐
八
家
の
一
人
。

41		

覚
鑁
『
釈
論
愚
案
鈔
』（『
興
大
全
』
上
、
一
〇
一
頁
上
）
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42		

空
海
『
十
住
心
論
』
第
九
（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
三
八
八
～
三
八
九
頁
、
取
意
）

43	

常
暁
『
常
暁
和
尚
請
来
目
録
』（『
大
正
蔵
』
五
五
、一
〇
六
九
頁
中
）

44		

三
離
の
説
と
は
離
言
説
相
・
離
名
字
相
・
離
心
縁
相
の
三
つ
。『
起
信
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、五
七
六
頁
上
）。

45
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
六
頁
上
）

46
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
六
頁
中
）

47
『
金
剛
三
昧
経
』（『
大
正
蔵
』
九
、三
七
一
頁
上
）。
当
該
箇
所
は
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
六
頁
上
）
に
引
用
さ
れ
る
。
ま
た
、『
二
教
論
』

（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
八
九
～
四
九
〇
頁
）
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

48
「
今
日
云
説
法
」
に
つ
い
て
、
運
敞
は
『
金
剛
三
昧
経
』「
今
者
如
来
云
何
説
法
」（『
大
正
蔵
』
九
、三
七
一
頁
上
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
す
る
。

な
お
、『
金
剛
三
昧
経
』
の
当
該
箇
所
は
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
六
頁
上
）
に
引
用
さ
れ
る
。

49
『
起
信
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、五
七
六
頁
上
）

50
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
六
頁
下
）

51
『
維
摩
詰
所
説
経
』「
入
不
二
法
門
品
」（『
大
正
蔵
』
一
四
、五
五
〇
頁
中
～
五
五
一
頁
下
）

52
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
六
頁
下
）

53
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
六
頁
中
）

54	

『
二
教
論
』
の
『
六
波
羅
蜜
経
』
に
対
す
る
喩
釈
の
部
分
に
「
掩
耳
の
智
剖
割
を
待
た
じ
」
と
い
う
譬
が
あ
る
（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、四
九
四
頁
）。

掩
耳
の
智
と
は「
鳴
っ
て
い
る
鐘
を
ぬ
す
ん
で
手
で
耳
を
掩
う
よ
う
な
愚
か
な
考
え
の
者
」を
い
う（
勝
又
俊
教『
弘
法
大
師
著
作
集
』一
、二
九
頁
参
照
）。

55
『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
七
四
頁
）

56
『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
八
二
頁
）

57
「
並
」
の
誤
り
か
。『
二
教
論
』
に
は
「
並
」
と
あ
る
。

58		

運
敞
は
「
事
」
の
誤
り
と
指
摘
す
る
。
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59
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
〇
一
頁
下
）。
な
お
、『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
七
九
頁
）
に
引
用
さ
れ
る
。

60		

法
蔵
『
華
厳
一
乗
教
義
分
斉
章
（『
華
厳
五
教
章
』）』（『
大
正
蔵
』
四
五
、四
七
七
頁
上
）。
な
お
、『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
八
〇
頁
）

に
も
引
用
さ
れ
る
。
但
し
、底
本
に
引
用
さ
れ
る
「
不
与
教
相
応
離
教
説
故
」
の
「
離
教
説
」
は
『
華
厳
五
教
章
』
に
は
な
い
の
で
（　

）
を
付
し
た
。

61
『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
八
二
頁
）

62
『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
七
四
頁
）

63
『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
七
六
頁
）

64
『
釈
論
指
事
』（『
興
大
全
』
上
、
八
五
頁
）

65
『
釈
論
指
事
』（『
興
大
全
』
上
、
八
五
頁
）

66		

運
敞
に
よ
れ
ば
、「
言
う
べ
し
」
が
「
会
す
べ
し
」
と
な
る
も
の
も
あ
る
。

67
『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
七
四
頁
）

68
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
六
八
頁
上
）

69		

運
敞
は
「
乎
」
を
「
事
」
の
誤
り
と
し
て
お
り
、
文
脈
に
随
っ
て
本
稿
も
「
事
」
と
取
る
。

70		

空
海
『
十
住
心
論
』
第
九
（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
三
八
九
頁
）

71
『
釈
論
指
事
』（『
興
大
全
』
上
、
七
一
～
七
三
頁
）

72
『
釈
論
指
事
』（『
興
大
全
』
上
、
八
五
頁
）

73
『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
四
七
四
頁
）

74
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、五
九
八
頁
下
）
の
「
一
切
諸
教
法
は
皆
な
立
義
分
に
尽
く
す
。
一
切
諸
所
化
の
機
は
皆
な
初
因
縁
分
に
尽
く
す
」

の
文
に
対
し
、『
釈
論
指
事
』（『
興
大
全
』
上
、
八
五
頁
）
で
は
「
因
果
二
教
に
通
ず
」「
因
果
二
機
に
通
ず
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

75
『
釈
論
指
事
』（『
興
大
全
』
上
、
八
五
頁
）

76
『
釈
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、六
六
八
頁
上
）。
な
お
、『
二
教
論
』（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、四
七
九
頁
）	・	『
十
住
心
論
』
第
九
（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
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三
九
三
～
三
九
四
頁
）
に
も
引
用
さ
れ
る
。

77
『
十
住
心
論
』
第
九
（『
弘
大
全
』
第
一
輯
、
三
九
三
～
三
九
四
頁
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
聖
憲
、
釈
論
百
条
第
三
重
、
大
乗
通
局
、
顕
論
密
論
、
不
二
顕
密




